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江
戸
幕
府
は
、
鎖
国
政
策
を
採
用
し
て
か
ら
も
海
外
情
報
の
人
手
に
努
め
、

通
商
関
係
に
あ
り
、
毎
年
長
崎
に
来
航
す
る
中
国
船
と
オ
ラ
ン
ダ
船
か
ら
海
外

情
報
に
関
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
た
。
そ
の
書
類
は
、
長
崎
で
た
だ
ち
に
翻
訳

さ
れ
、
密
封
後
江
戸
に
直
送
さ
れ
る
、
い
わ
ば
重
要
機
密
書
類
で
あ
っ
た
。
中

国
か
ら
の
も
の
を
「
唐
風
説
書
」
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
も
の
を
「
阿
蘭
陀
（
和

蘭
）
風
説
書
」
と
呼
ん
だ
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
「
別
段
風
説
書
」
は
、

中
国
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
で
始
ま
っ
た
ア
ヘ
ン
戦
争
を
契
機
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
阿
蘭
陀
風
説
書
と
は
別
に
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
別
段
風
説
書
に
関
す
る
調
査
・
研
究
は
、
法
政
蘭
学
研
究
会
に

よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
一
部
が
安
岡
昭
男
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
別
段
風
説
書
が
提
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
過
程
、
伝
存
・
刊
何
状
況
、

翻
訳
と
情
報
源
、
回
達
状
況
、
各
年
度
の
特
徴
お
よ
び
記
事
内
容
な
ど
が
述
べ

（

１

）

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
嘉
永
五
年
の
別
段
風
説
書
だ
け
に
限
っ
て
は
、
金
井
圓

氏
に
よ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
原
文
・
長
崎
で
の
訳
文
（
崎
訳
）
・
江
戸
の
天
文

〈
史
料
紹
介
〉

阿
部
家
旧
蔵
「
別
段
風
説
害
」
に
つ
い
て

ｌ

ぺ

り

‐

来

航

前

夜

の

世

界

情

勢

Ｉ

鴫

村

元

宏

は
じ
め
に

（

２

）

方
に
よ
る
訳
文
（
司
天
台
訳
）
が
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
別
段
風
説
書
を
利
用
し
た
従
来
の
研
究
で
は
、
ペ
リ
ー
来
航
予
告
が

（

３

）

記
さ
れ
て
い
た
嘉
永
五
年
の
別
段
風
説
書
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ペ

リ
ー
来
航
予
告
情
報
は
あ
く
ま
で
別
段
風
説
書
中
の
一
部
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
嘉
永
五
年
の
そ
れ
以
外
の
部
分
あ
る
い
は
嘉
永
五
年
以

外
の
別
段
風
説
書
に
つ
い
て
は
、
世
界
情
勢
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
説
明
さ

れ
、
安
岡
報
告
で
概
略
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
ほ
か
、
ほ
と
ん
ど
ペ
リ
ー
来
航
予

告
以
外
の
内
容
に
つ
い
て
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

神
奈
川
県
立
博
物
館
で
は
、
嘉
永
三
年
・
同
四
年
・
同
五
年
お
よ
び
安
政
五

年
の
四
年
分
の
別
段
風
説
書
を
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
別
段
風
説
書
は
、

天
保
の
改
革
の
挫
折
に
よ
り
失
脚
し
た
水
野
忠
邦
に
代
っ
て
首
席
老
中
と
な
っ

た
阿
部
正
弘
が
所
持
し
、
阿
部
家
に
残
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

嘉
永
三
・
五
年
の
別
段
風
説
書
は
司
天
台
訳
で
あ
り
、
安
岡
昭
男
氏
ら
の
調
査

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
年
の
司
天
台
訳
に
よ
る
「
別
段
風
説
書
」
は
、
こ
の
阿

（

４

）

部
家
旧
蔵
の
も
の
し
か
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
す
で
に
金
井
氏
が
嘉
永

五
年
分
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
阿
部
家
旧
蔵
の
別

段
風
説
書
の
内
、
ペ
リ
ー
来
航
直
前
の
連
続
し
た
嘉
永
三
・
四
・
五
年
分
を
紹

介
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
世
界
像
を
一
瞥
し
て
み
た
い
。

な
お
、
別
段
風
説
書
は
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
す
べ
て
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
と
り
あ
え
ず
私
個

人
の
関
心
に
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
政
治
・
国
際
情
勢
、
東
ア
ジ

ア
海
域
に
お
け
る
海
軍
勢
力
、
技
術
革
新
を
中
心
に
み
て
く
こ
と
に
し
た
い
。
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も
ち
ろ
ん
私
個
人
の
関
心
に
よ
る
読
み
方
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
訳

で
は
な
く
、
ま
た
読
者
各
自
の
関
心
に
よ
る
読
み
方
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な

い
○

こ
こ
で
は
、
各
国
の
政
治
と
国
家
間
の
情
勢
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

ま
ず
、
情
報
を
提
供
し
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
本
国
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
領
植
民
地

は
、
お
お
む
ね
「
静
證
」
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
紛
争
状
態
が
ま
っ
た
く
無

か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
植
民
地
付
近
の
「
バ
リ
ー
」
や
騒
乱
が
発
生
し

た
「
パ
レ
ム
バ
ン
グ
セ
」
・
「
ス
マ
ト
ラ
」
へ
出
兵
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
の
騒
乱
は
長
期
化
す
る
こ
と
な
く
、
す
ぐ
に
平
静
さ
を
取
り
戻
し
、
オ
ラ

（

５

）

ン
ダ
に
よ
る
政
治
的
支
配
が
順
調
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
オ

ラ
ン
ダ
政
庁
が
お
か
れ
て
い
た
ジ
ャ
ワ
で
、
米
の
不
作
が
原
因
と
な
っ
て
飢
饅

が
発
生
し
そ
う
で
あ
っ
た
の
を
防
止
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
植
民
地
統

（

６

）

治
が
良
好
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
。

一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
つ
い
て
は
、
別
段
風
説
書
が

風
説
書
か
ら
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
常
に
イ
ス
パ
ニ

ア
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
イ
ス
パ
ニ
ァ
関
係
で

（

７

）

い
え
ば
、
植
民
地
と
し
て
い
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
情
勢
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
ポ

ル
ト
ガ
ル
に
つ
い
て
は
、
一
八
四
九
年
に
植
民
地
化
し
た
マ
カ
オ
に
関
す
る
記

（

８

）

事
が
目
立
つ
。
し
か
し
、
こ
の
両
国
は
す
で
に
十
六
世
紀
に
日
本
に
到
達
し
た

｜
政
治
・
国
際
情
勢

当
時
の
勢
い
は
な
く
、
国
際
政
治
の
舞
台
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
は
い
な

か
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
当
時
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て

は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
当
事
者
と
い
う
こ
と
も
り
、
毎
年
多
く
の

情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

嘉
永
三
年
分
に
は
、
広
東
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
人
が
不
自
由
な
扱
い
を
受
け

ぞ

、

ゐ

て
お
り
、
条
約
に
も
と
づ
き
、
北
京
へ
使
節
を
派
遣
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
力

み
え
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
が
植
民
地
と
し
て
統
治
し
て
い
た
喜
望
峰
に
関
す

る
記
事
も
毎
年
の
よ
う
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
問
題
を
も
っ
た
地
域

と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
原
住
民
で
あ
る
「
カ
ッ
フ
ル
ス
」
人
が
イ
ギ
リ
ス
の

植
民
地
統
治
に
抵
抗
し
て
一
摸
を
起
こ
し
、
イ
ギ
リ
ス
が
軍
隊
を
派
遣
し
鎮
圧

（

９

）

に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
二
年
続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
の
ョ
－
ロ
ッ
パ
諸
国
も
イ
ギ
リ
ス
同
様
、
「
争
闘
」
状
態
で
あ
る

（

岨

）

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
政
情
が
不
安
定
な
様
子
や
ア
ブ

（

ｕ

）

リ
カ
の
カ
ベ
イ
ル
ン
や
モ
ロ
ッ
コ
へ
侵
略
し
た
こ
と
な
ど
が
み
え
る
。
ま
た
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
つ
ね
に
戦
争
を
し
て
い
る
国
と
し
て
記
事
中
に
登
場
す
る
。

前
年
に
休
戦
条
約
を
締
結
し
て
い
た
サ
ル
ヂ
ニ
ァ
と
一
八
四
九
年
三
月
戦
争
を

再
開
し
、
二
年
に
わ
た
っ
て
戦
争
を
続
け
、
そ
の
後
和
睦
し
た
こ
と
が
と
り
あ

（

岨

）

げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ト
ル
コ
、
エ
ジ
プ
ト
な
ど

別
段
風
説
書
に
登
場
す
る
国
々
は
、
確
執
が
起
こ
っ
た
状
態
か
戦
争
状
態
で
あ

り
、
戦
争
終
結
を
伝
え
る
記
事
も
み
ら
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
全
般
を
各
年
度
の
別
段
風
説
書
か
ら
み
て
み
る
と
、
嘉
永

（

焔

）

三
年
分
で
は
、
「
一
欧
羅
巴
の
騒
動
未
夕
静
ま
り
不
申
候
」
、
嘉
永
四
年
分
で
は
、
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．
欧
暹
巴
州
中
兎
角
に
騒
動
可
有
之
候
得
と
も
阿
蘭
陀
国
に
限
り
至
て
静
謡

（

皿

）

安
全
に
御
座
候
」
と
あ
る
（
嘉
永
五
年
分
に
は
、
こ
れ
に
類
し
た
記
述
は
な
い
）
。

嘉
永
四
年
分
で
い
み
じ
く
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
「
争
闘
」
状
態
が
続
く
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
中
に
あ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
だ
け
が
「
静
證
」
を
唯
一
保
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
、
別
段
風
説
書
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
別
段
風
説
書
を
読
む
者
が
す
べ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
が
伝
え
る
こ
の

よ
う
な
情
報
を
完
全
に
信
用
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
嘉
永
四

年
分
の
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
情
勢
が
記
さ
れ
た
箇
条
に
対
し
て
、
朱
書
で
「
年
々
風
説

書
毎
二
和
蘭
國
二
限
り
静
證
と
称
ス
、
信
シ
難
シ
」
と
疑
問
を
あ
ら
わ
に
し
て

（
蝿
）

い
る
。
確
か
に
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
各
国
が
紛
争
を
抱
え
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

オ
ラ
ン
ダ
一
ヵ
国
だ
け
が
静
謡
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
不
思
議
で
は
あ
り
、

疑
念
を
生
ず
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
情
報
を
疑
問
視

し
な
が
ら
も
そ
れ
を
証
明
す
る
別
の
手
段
を
持
た
な
い
幕
府
は
、
そ
の
情
報
を

完
全
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
海
外
情
報
、
特
に
ョ
－
ロ
ッ
パ
情
勢
に

つ
い
て
は
、
唐
風
説
書
で
は
把
握
し
づ
ら
い
。
そ
れ
以
外
の
手
段
と
し
て
は
、

外
国
人
漂
着
民
や
帰
国
し
た
漂
流
民
も
考
え
ら
れ
る
が
、
当
然
定
期
的
な
情
報

と
は
い
え
ず
、
彼
ら
が
も
つ
情
報
の
信
葱
性
に
し
て
も
問
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
オ
ラ
ン
ダ
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
し
て
得
ら
れ
る
情

報
か
ら
、
海
外
の
情
勢
を
探
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
幕
府
に
対
し
て
直
接
的
危
機
感
を
与
え
る
海
軍
勢
力
に
つ
い
て

み
て
お
こ
う
。
海
軍
勢
力
に
関
す
る
記
述
が
初
め
て
み
え
る
の
は
、
嘉
永
元
年

（

肥

）

分
か
ら
で
あ
っ
た
。
海
軍
勢
力
に
関
す
る
情
報
は
、
原
則
と
し
て
軍
艦
名
・
船

種
・
砲
門
数
．
艦
長
名
か
ら
な
る
が
、
砲
門
数
を
欠
く
場
合
も
あ
る
。

ま
ず
嘉
永
三
年
分
か
ら
み
て
み
た
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
・
シ
ナ
海
に

配
備
さ
れ
て
い
た
総
軍
艦
数
は
、
十
五
艘
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
、
二
艘
に
つ
い

て
蒸
気
船
と
の
但
書
き
が
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
総
砲
門
数
は
、
一
艘
分
虫
損

の
た
め
判
読
不
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
を
合
計
す
る
と
三
一
二
門
が
数
え
ら

（
Ⅳ
）

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
年
に
は
ア
メ
リ
カ
と
オ
ラ
ン
ダ
の
海
軍
勢
力
に
つ
い
て
の

記
述
も
み
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
二
艘
で
総
砲
門
数
は
二
二
門
、
オ
ラ
ン
ダ
は

（

肥

）

一
艘
で
総
砲
門
数
は
五
四
門
で
あ
っ
た
。

嘉
永
四
年
分
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
ス
パ
ニ
ァ
、
オ
ラ
ン
ダ
に
関
す
る
記
述

が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
前
年
よ
り
三
艘
減
っ
て
十
二
艘
で
、
総
砲
門
数
は
二

○
四
門
で
あ
っ
た
。
十
二
艘
に
は
、
砲
門
数
の
記
載
の
な
い
「
養
生
船
」
と

（

四

）

「
兵
根
船
」
が
各
一
艘
ず
つ
含
ま
れ
い
る
。
イ
ス
パ
｝
一
ァ
に
つ
い
て
は
、
コ
イ

ス
パ
’
一
ャ
海
軍
、
此
地
備
立
の
儀
巨
細
に
害
載
い
た
し
か
た
く
候
」
と
あ
る
だ

（

鋤

）

け
で
、
具
体
的
数
字
を
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
方
、
オ
ラ
ン
ダ

は
前
年
よ
り
大
幅
な
増
加
が
み
ら
れ
、
二
九
艘
を
数
え
る
。
し
か
し
、
砲
門
数

（

別

）

に
関
し
て
は
ど
の
軍
艦
に
つ
い
て
も
記
載
が
な
く
不
明
で
あ
る
。

最
後
に
嘉
永
五
年
分
で
あ
る
。
こ
の
年
の
司
天
台
訳
は
、
こ
れ
ま
で
の
別
段

二

海

軍

勢

力
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技
術
革
新
と
交
通
・
通
信
の
発
展
に
関
す
る
記
述
は
、
嘉
永
四
・
五
年
分
に

あ
る
。

嘉
永
四
年
分
で
は
、
パ
ナ
マ
地
峡
に
鉄
道
を
敷
設
す
る
件
が
報
じ
ら
れ
て

（
妬
）

い
る
。
ま
た
翌
五
年
分
で
は
、
ス
エ
ズ
地
峡
に
鉄
道
を
敷
設
す
る
件
で
、
エ
ジ

（

詔

）

プ
ト
王
と
ト
ル
コ
帝
の
間
で
確
執
が
起
こ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
鉄
道
以
外
で
は
、

風
説
害
と
は
体
裁
が
異
っ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
個
々
の
軍
艦
名
を

あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
船
橦
毎
の
合
計
船
数
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
海
軍
保
有
の
軍
艦
数
は
十
一
艘
で
、
そ
れ
と
は
別
に
東
イ
ン
ド
会
社
所

有
の
も
の
が
四
十
艘
と
な
っ
て
い
る
。
合
計
五
一
艘
の
イ
ギ
リ
ス
保
有
艦
の
う

ち
特
に
蒸
気
船
は
、
海
軍
の
保
有
に
な
る
も
の
が
四
艘
で
、
東
イ
ン
ド
会
社
所

有
の
も
の
が
大
小
合
わ
せ
て
三
一
艘
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
搭
載
さ

（

ね

）

れ
て
い
た
総
砲
門
数
は
四
一
二
門
で
あ
る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
保
有
艦
数
は
、

（

羽

）

三
十
艘
で
あ
る
が
、
前
年
同
様
砲
門
数
の
記
載
は
な
い
。
さ
ら
に
、
イ
ス
パ
’
一

（

型

）

ァ
に
つ
い
て
も
前
年
同
様
不
明
で
あ
っ
た
。

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
海
軍
力
は
圧
倒
的
な
規
模
を
誇
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
勢
力
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
軍
艦

数
が
増
加
し
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。
こ
れ
ら
の
記
載
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で

信
頼
で
き
る
か
は
別
と
し
て
、
日
本
周
辺
海
域
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
脅
威
に

対
し
て
立
向
う
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

三
技
術
革
新
と
交
通
・
通
信
革
命

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ペ
リ
ー
来
航
直
前
三
年
分
の
別
段
風
説
書
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
は
、
そ
こ
に
描

か
れ
た
ョ
－
ロ
ッ
パ
世
界
で
は
絶
え
間
な
く
「
争
闘
」
状
態
が
続
い
て
お
り
、

そ
の
中
に
あ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
だ
け
が
良
好
な
統
治
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を

印
象
づ
け
て
い
た
。
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
つ
い
て
は
、
膨
脹
す
る
イ
ギ
リ

ス
の
脅
威
に
対
し
て
対
抗
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
姿
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
う
る
も
の
で

あ
っ
た
。

こ
の
三
年
分
の
別
段
風
説
害
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
で
制
定
さ
れ
た
航
海

条
約
に
よ
っ
て
貿
易
が
伸
長
し
た
こ
と
や
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
が
日
本
と
貿
易
を

（

犯

）

開
始
す
る
要
望
書
を
政
府
に
提
出
し
た
こ
と
な
ど
が
み
ら
れ
、
自
由
貿
易
が
世

界
の
潮
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
ペ
リ
ー
来
航
を
予
告

す
る
箇
条
の
直
前
に
も
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ

（

調

）

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ペ
リ
ー
来
航
後
諸
外
国
の
要
求
で
あ
る
貿
易
を
開
始
す

る
か
否
か
が
開
国
の
要
件
と
し
て
重
く
み
ら
れ
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か

し
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
が
日
本
の
「
鎖
国
」
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
の
脅
威

（

釦

）

に
対
し
て
と
っ
た
幕
府
の
安
全
保
障
策
と
規
定
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
別
段

イ
ギ
リ
ス
ー
フ
ラ
ン
ス
間
の
ド
ー
バ
ー
海
峡
海
底
に
電
信
が
敷
設
さ
れ
た
こ
と

も
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
通
信
・
交
通
の
発
展
に
よ
っ
て
、
世
界
が
狭
く
な
り
つ

つ
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
。

む
す
び
ｌ
文
字
情
報
か
ら
ビ
ジ
ュ
ア
ル
情
報
へ
Ｉ
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風
説
書
が
伝
え
る
世
界
情
勢
を
考
慮
す
る
と
、
開
国
か
否
か
を
決
定
す
る
要
件

を
貿
易
の
可
否
だ
け
に
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
「
鎖
国
」
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
海
外
の
紛
争
の
影
響
を
受
け
な
い
立
場
に
在
っ
た
日
本
に
対
す
る
開
国
の
是

非
は
、
「
争
闘
」
状
態
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
再
び

密
接
な
関
係
を
も
つ
か
否
か
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
い
か
。

ま
が
り
な
り
に
も
、
「
鎖
国
」
下
に
お
い
て
国
際
的
に
日
本
は
平
和
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
日
本
に
と
っ
て
、
「
争
闘
」
状
態
に
あ
る
世
界
と
関

係
を
も
つ
積
極
的
根
拠
は
乏
し
い
。
し
か
し
、
開
国
を
迫
る
列
強
を
押
さ
え
る

だ
け
の
軍
事
力
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
幕

府
に
と
っ
て
「
外
患
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
外
の
世
界
は
そ
の
よ
う
な
悪
い
イ

メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
魅
力
的
な
側
面
も
も
っ
て
い
る
こ
と
を
別
段
風
説
書
は

伝
え
て
い
る
。
そ
れ
が
新
技
術
の
発
明
で
あ
り
実
用
化
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

幕
末
期
の
日
本
が
直
面
し
た
世
界
は
、
善
悪
両
面
を
も
っ
た
世
界
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
き
た
別
段
風
説
書
は
、
文
字
だ
け
が
記
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
た
事
件
・
事
物
な
ど
を
表
す
よ
う
な
絵
図
類
は
含

ま
れ
て
い
な
い
。
別
段
風
説
書
は
、
全
く
の
文
字
情
報
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
こ
に
記
さ
れ
た
一
部
の
事
物
は
数
年
後
に
日
本
人
の
直
接
目
に
触
れ
る
も
の

と
な
る
。
ま
ず
、
ペ
リ
ー
艦
隊
に
含
ま
れ
て
い
た
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
と
ミ
シ
シ
ッ

ピ
号
の
二
艘
の
軍
艦
が
、
当
時
の
西
洋
技
術
の
最
先
端
を
い
く
蒸
気
船
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
嘉
永
七
年
、
ペ
リ
ー
二
度
目
の
来
航
の
と
き
に
将
軍
や
幕
府
高
官

に
対
し
て
持
参
し
た
献
上
品
の
中
に
、
別
段
風
説
書
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
。
ド
ー
バ
ー
海
峡
の
海
底
に
敷
設
さ
れ
た
電
信
は
、
電
信
機
と

し
て
将
来
さ
れ
、
実
際
に
操
作
実
験
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
鉄
道
に
つ
い
て
も
、

蒸
気
車
模
型
が
試
運
転
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
ー
メ
キ
シ
コ
戦

争
の
状
況
を
描
い
た
絵
画
も
十
二
枚
贈
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
八
四
六
年
の
出

来
事
で
あ
り
、
今
回
紹
介
し
た
別
段
風
説
書
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
以
前

の
別
段
風
説
害
で
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
威
圧
を
感
じ
る
と

共
に
、
別
段
風
説
書
に
記
さ
れ
た
他
の
軍
事
紛
争
を
想
起
さ
せ
た
と
思
わ
れ

る
。

さ
て
、
蒸
気
船
や
ペ
リ
ー
の
献
上
品
の
品
々
は
、
ま
ず
幕
府
な
ど
の
絵
師
に

よ
っ
て
描
か
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
筆
写
さ
れ
、
黒
船
来
航
絵
巻
な
ど
と
し

て
流
布
し
、
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
庶
民
層
に
も
そ
れ
ら
の
も
の

は
知
れ
わ
た
っ
た
。
ペ
リ
ー
来
航
後
に
刷
ら
れ
た
瓦
版
は
、
想
像
し
て
作
成
さ

れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
蒸
気
船
や
献
上
品
で
あ
る
電
信
機
模
型
あ
る
い
は

（

訓

）

蒸
気
車
が
描
か
れ
て
い
る
。

別
段
風
説
書
と
い
う
文
字
情
報
に
よ
っ
て
先
に
知
ら
れ
て
い
た
事
物
に
つ
い

て
、
ペ
リ
ー
が
ビ
ジ
ュ
ア
ル
的
な
も
の
を
見
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
信

遍
性
を
高
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
情
報

は
一
部
の
人
間
に
よ
っ
て
て
独
占
さ
れ
ず
、
絵
巻
あ
る
い
は
瓦
版
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
を
通
し
て
幅
広
い
階
層
ま
で
い
き
わ
た
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

ペ
リ
ー
が
別
段
風
説
書
に
記
さ
れ
た
発
明
品
な
ど
を
献
上
品
と
し
た
の
が
偶

然
で
あ
っ
た
の
か
、
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
別
の
機
会
に
考
え
て
み

た
い
。
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註（
１
）
安
岡
昭
男
「
和
蘭
別
段
風
説
書
と
そ
の
内
容
」
（
『
法
政
大
学
文
学
部

紀

要

」

第

一

六

号

）

。

（
２
）
金
井
圓
「
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
の
和
蘭
別
段
風
説
書
に
つ
い
て
」

（
『
日
蘭
学
会
会
誌
』
第
一
三
巻
二
号
通
巻
二
六
号
）
。

（
３
）
た
と
え
ば
、
岩
下
哲
典
氏
は
、
オ
ラ
ン
ダ
が
意
図
的
に
ペ
リ
ー
来
航
予

告
情
報
に
関
連
さ
せ
る
べ
く
ア
メ
リ
カ
の
キ
ュ
ー
バ
占
領
計
画
を
挿
入
し

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
「
ペ
リ
ー
来
航
予
告
情
報
の
伝
達
と
幕
府
の

対
応
」
『
史
友
』
第
二
一
号
、
一
九
頁
）
。
ま
た
、
片
桐
一
男
氏
は
、
や

は
り
嘉
永
五
年
の
別
段
風
説
書
を
素
材
に
し
て
、
世
界
情
勢
の
う
ち
で
も

騒
乱
や
確
執
、
新
技
術
の
発
明
な
ど
の
事
件
を
、
オ
ラ
ン
ダ
が
意
図
的
に

記
載
し
た
と
、
報
告
し
て
い
る
（
「
幕
末
の
海
外
情
報
」
「
年
報
・
近
代
日

本
研
究
・
吃
近
代
日
本
と
情
報
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
○
年
、
九
頁
）
。

（
４
）
前
註
（
１
）
安
岡
前
掲
論
文
、
付
表
。

（
５
）
「
嘉
永
三
年
別
段
風
説
書
」
第
四
・
七
条
（
以
下
、
嘉
永
三
年
１
４
．

７
の
よ
う
に
年
度
と
箇
条
数
で
表
す
）
、
嘉
永
五
年
１
７
．
８
．

（
６
）
嘉
永
三
年
１
５
．

（
７
）
嘉
永
四
年
ｌ
剥
・
弱
。

（
８
）
嘉
永
三
年
ｌ
焔
。

（
９
）
嘉
永
四
年
Ｉ
帥
、
嘉
永
五
年
旧
・

（
岨
）
嘉
永
三
年
ｌ
〃
・
飼
・
別
。

（
ｕ
）
嘉
永
五
年
ｌ
鰐
・
型
。

（
蛇
）
嘉
永
三
年
１
羽
、
嘉
永
四
年
ｌ
叩
・
伽
、
嘉
永
五
年
ｌ
記
。

（
蝿
）
嘉
永
三
年
１
劃
。

（
皿
）
嘉
永
四
年
１
５
。

（
蝿
）
前
註
（
蛆
）
、
嘉
永
四
年
１
５
。

な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
別
段
風
説
書
に
は
、
崎
訳
と
司
天
台
訳
と
比

較
し
て
、
異
同
が
あ
る
場
合
頭
注
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
ず
れ
も
本

文
と
同
じ
筆
跡
で
あ
り
、
写
本
作
成
者
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
参
照

金
井
前
掲
論
文
、
五
八
頁
）
。

（
焔
）
安
岡
前
掲
論
文
、
一
二
○
頁
。

（
Ⅳ
）
嘉
永
三
年
ｌ
岨
。

（
肥
）
嘉
永
三
年
１
週
・
雌
。

（
的
）
嘉
永
四
年
Ｉ
銘
。

（
別
）
嘉
永
四
年
１
羽
。

（
別
）
嘉
永
四
年
’
㈹
。

（
鰯
）
嘉
永
五
年
ｌ
弱
。

（
羽
）
嘉
永
五
年
ｌ
訂
。

（
型
）
嘉
永
五
年
ｌ
銘
。

（
妬
）
嘉
永
四
年
Ｉ
伽
・
皿
。

（
記
）
嘉
永
五
年
１
羽
。

（
訂
）
嘉
永
五
年
Ｉ
焔
。

（
記
）
嘉
永
三
年
ｌ
妬
・
妬
。

（
羽
）
嘉
永
五
年
ｌ
調
。
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凡

例

一
本
稿
で
は
、
阿
部
家
旧
蔵
資
料
中
、
「
嘉
永
三
年
別
段
風
説
書
（
司
天
台

訳
）
」
・
「
嘉
永
四
年
別
段
風
説
書
（
崎
訳
）
」
・
「
嘉
永
五
年
別
段
風
説
害

〈
史
料
〉

（
鋤
）
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
『
近
世
日
本
の
国
家
形
成
と
外
交
』
（
創
文
社
、
一

九

九

○

年

）

第

四

章

、

参

照

。

（
瓠
）
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
ス
テ
ィ
ー
ル
「
庶
民
と
開
国
ｌ
新
た
な
対
外
世

界
像
と
自
国
像
ｌ
」
（
「
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
四
二
号
）
四
○
頁
、

参

照

。

読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
適
宜
、
読
点
を
付
し
た
。

史
料
中
、
差
別
に
関
わ
る
語
句
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
の
ま

ま
掲
載
し
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
差
別
を
認
め
ず
、
そ
の
解
消
を
課
題
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

漢
字
は
原
則
と
し
て
原
史
料
の
表
記
を
尊
重
し
た
。

変
体
仮
名
は
、
「
而
・
江
」
を
除
い
て
平
仮
名
に
改
め
た
。

欠
損
お
よ
び
判
読
不
能
の
箇
所
は
、
□
で
示
し
た
。

当
字
・
誤
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

原
史
料
中
の
割
注
は
、
［
］
で
示
し
た
。

（
司
天
台
訳
）
」
の
全
文
を
掲
載
し
た
。

千

八

百

五

十

年

［

嘉

永

三

年

］

別

段

風

説

書

一
昨
千
八
百
四
十
九
年
第
五
月
十
二
日
［
嘉
永
二
年
巳
酉
四
月
廿
日
］
、
「
ウ
ィ

ア

ム

ス

テ

ル

ダ

ム

ル
レ
ム
第
三
世
王
和
蘭
國
の
首
都
亜
謨
斯
的
示
達
に
於
て
即
位
の
禮
を
行
ひ
、

父
「
ウ
ィ
ル
レ
ム
第
二
世
王
の
鴻
業
を
末
世
不
朽
に
知
ら
し
め
ん
が
為
メ
に

ア

ム

ス

テ

ル

ダ

ム

其
立
像
二
座
を
造
り
、
一
は
首
都
亜
謨
斯
的
示
達
、
一
は
王
の
宮
あ
る
都
府

「
ガ
ラ
ー
ヘ
ン
ハ
ー
ガ
」
に
建
立
セ
ん
と
國
中
の
人
衆
取
掛
り
罷
在
候
「
ウ
ィ

ル
レ
ム
第
三
世
は
「
リ
ュ
キ
セ
ム
ベ
ル
グ
」
［
和
蘭
の
一
州
］
の
「
ゴ
ロ
ー
ト

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
一
一
こ
■
蘭
画
一
■
一
■
一
■
一
■
｜
■
｜
■
口
ロ
ー
■
｜
■
一
■
｜
■
一
■
一
■
一
■
一
■
■
一

□
□
こ
こ
二
□
□
□
□
□
口
此
侯
は
［
「
プ
リ
ン
ス
ヘ
ン
デ
リ
ッ
キ
」
を
指

~ ~~ ~

（
表
紙
）

「
百
十
五
邊

嘉

永

三

年

庚

戌

別

段

風

説

書

原
史
料
注
の
頭
注
は
、
＊
で
示
し
た
。

各
年
度
の
一
つ
書
き
ご
と
に
便
宜
上
一
連
の
番
号
を
ふ
っ
た
。

各
文
書
の
表
紙
に
、
「
百
十
五
邊
」
（
嘉
永
三
年
）
・
「
百
十
五
登
」

（
嘉
永
四
年
）
・
「
百
十
五
奴
」
（
嘉
永
五
年
）
と
朱
書
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
阿
部
家
所
蔵
時
代
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
分

類
を
表
す
か
は
、
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

司
天
臺
讓
」
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す
］
少
年
の
頃
和
蘭
王
の
隊
舶
に
て
海
に
航
し
て
虚
々
に
瀞
行
仕
候
、
且
又

此
一
両
年
前
和
蘭
領
の
印
度
を
も
見
分
仕
候

故
ウ
ィ
ル
レ
ム
第
二
世
王
の
兄
弟
の
女
「
プ
リ
ン
セ
ス
、
ロ
ヰ
サ
、
デ
ル
、

ス

ウ

エ

シ

ャ

ノ

ル

ウ

エ

ジ

ア

子
－
デ
ル
ラ
ン
デ
ン
」
［
名
爵
］
を
雪
際
亜
兼
諸
永
勿
入
亜
王
の
世
子
に
嫁

セ
し
め
ん
と
用
意
仕
居
候

２

－
欧
羅
巴
洲
中
打
續
き
争
闘
穏
か
な
ら
す
候
得
と
も
、
和
蘭
國
に
於
て
は
幸
に

洪
福
を
受
け
候
て
静
譜
二
御
座
候

３

－
和
蘭
國
政
参
議
兼
和
蘭
領
印
度
の
大
総
督
「
イ
、
イ
、
ロ
キ
ュ
ス
セ
ン
」

［
人
名
］
昨
年
の
秋
「
マ
カ
サ
ル
」
［
地
名
］
「
セ
レ
ベ
ス
島
の
一
地
及
ひ
其

パ

ン

ゼ

ル

マ

シ

ン

ホ

ル

子

オ

他
此
島
の
属
地
文
郎
馬
神
［
渤
泥
島
［
共
に
印
度
の
諸
島
］
に
巡
行
し
て
、
都

力

府
文
郎
馬
神
［
渤
泥
の
都
府
］
「
マ
カ
サ
ル
］
及
ひ
「
ス
ー
ラ
バ
ャ
」
等
を
見

分

に

罷

越

候

フ

レ

シ

テ

ン

ド

右
の
旅
行
中
は
大
総
督
よ
り
彼
ノ
和
蘭
領
印
度
の
副
伯
理
璽
天
徳
［
官
名
按

る
に
大
総
督
の
副
官
］
「
イ
、
ク
、
レ
イ
ン
ス
ト
」
［
人
名
］
に
命
し
て
日
々

の
政
務
を
掌
ら
し
め
た
り

４

バ

リ

ー

ー
和
蘭
領
印
度
の
大
総
督
昨
年
猫
蘆
［
印
度
の
島
名
］
の
酋
長
等
へ
向
け
一

隊
の
軍
を
出
だ
セ
し
が
、
昨
年
第
六
月
右
嶋
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

■
｜
■
面
一
■
｜
■
一
■
一
■
一
■
一
■
一
■
一
■
一
■
｜
■
’
’
’
一
亡
Ｅ
Ｅ
Ｅ
仁
に
□
□
□
□
□
□
口
定

め
一
■
■
｜
■
｜
■
一
■
一
■
■
｜
■
｜
■
｜
■
一
■
｜
■
ご
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
口
且
船
人
を
奴
使
す
る
等
の
事
を
な
す
ま
し
き
由
を
誓
ひ
た
り

「
コ
ロ
ン
コ
ン
」
［
猫
蘆
の
一
地
］
の
酋
長
「
デ
、
ラ
ワ
、
ア
ゴ
ン
」
［
人
名
］

は
、
是
ま
て
其
勢
猫
蘆
の
全
島
に
振
ひ
け
る
者
な
り
し
が
、
當
年
死
去
仕
候

５

－
瓜
畦
の
一
部
に
於
て
米
作
不
出
来
に
て
食
料
置
乏
し
、
人
民
大
に
難
儀
仕
候

此
不
幸
を
救
ハ
ん
か
為
に
、
東
印
度
の
総
督
よ
り
諸
般
の
手
配
を
な
し
、
大

に
鍛
饅
の
災
を
防
き
申
候

６

－
副
水
師
提
督
［
官
名
］
「
マ
シ
ー
ル
セ
ン
」
［
人
名
］
死
去
仕
候
に
就
て
、
和

蘭
王
よ
り
大
総
督
の
配
下
に
属
す
る
東
印
度
海
舶
指
揮
の
官
を
副
水
師
提
督

「
ハ
ン
、
デ
ン
、
ボ
ッ
グ
」
［
人
名
］
に
相
任
し
申
候

此
水
師
提
督
［
按
に
「
マ
シ
ー
ル
ハ
ン
デ
ン
ボ
ッ
ク
［
人
名
］
を
指
す
］
は
、

已
前
よ
り
既
に
此
地
の
海
舶
指
揮
を
掌
り
居
候
て
、
且
近
年
は
和
蘭
國
政
参

議
の
一
員
に
御
座
候
ひ
し

７

一
昨
年
「
パ
レ
ム
バ
ン
グ
セ
」
［
地
名
］
に
騒
動
起
り
候
に
就
き
、
一
隊
の
軍

を
其
地
に
差
向
け
ん
と
用
意
仕
候
、
然
る
に
程
な
く
此
地
静
謡
に
罷
成
申
候

８

－
瓜
畦
の
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
口
二
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
口
可
申
候

９

一
支
那
に
て
廣
東
に
罷
在
候
英
國
人
を
自
由
に
立
入
ら
し
む
る
事
を
拒
ミ
候
儀

今
以
て
引
續
き
相
休
ミ
不
申
候

０

－
欽
差
総
督
「
セ
ウ
」
［
人
名
］
は
善
ク
人
民
の
望
を
許
容
し
、
且
廣
東
の
港

を
開
き
置
く
こ
と
を
許
し
申
候

ユ

ル

シ

右
「
セ
ウ
」
［
人
名
］
の
取
扱
ひ
は
支
那
帝
の
允
準
を
受
け
て
取
り
行
ひ
候

事

二

御

座

候

「
セ
ウ
」
は
帝
よ
り
孔
雀
毛
の
盛
飾
を
賜
ハ
る
の
ミ
な
ら
す
、
更
に
一
個
の

美
環
を
授
り
居
り
候

一
英
吉
利
の
総
督
ハ
雲
キ
の
約
定
通
り
に
な
さ
ん
と
、
厳
に
支
那
の
官
晦
へ
掛
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合
ふ
く
き
と
の
沙
汰
仕
候

去
五
月
廿
八
日
［
當
戌
年
四
月
十
七
日
］
ま
て
の
風
説
に
は
、
英
吉
利
の
大

総
督
兼
香
港
奉
行
「
ボ
ン
ハ
ム
」
［
人
名
］
は
、
上
海
へ
向
け
出
立
仕
候
趣

二

御

座

候

此
総
督
は
数
多
の
従
官
を
召
連
申
候

「
ス
ト
ー
ム
、
ス
ク
ル
ー
フ
、
ス
ク
ー
子
ル
」
［
蒸
気
船
の
一
種
］
「
レ
イ
ナ

ル
ド
」
［
船
号
］
は
右
総
督
を
待
受
け
の
為
に
、
先
立
て
已
に
「
ピ
イ
シ
ー

リ
」
［
地
名
］
の
海
湾
へ
相
越
申
候

右
の
旅
行
ハ
兼
て
北
京
へ
の
使
を
も
な
す
趣
意
の
由
も
相
聞
□
□
□

２

一
同
し
告
文
に
拠
れ
は
東
印
度
及
ひ
支
那
海
に
在
る
英
吉
利
海
軍
の
船
数
、
左

の
通
に
御
座
候

ア
ル
バ
ト
ロ
ス
［
名
号
］
「
ブ
リ
ッ
キ
船
大
砲
十
二
門
を
備
ふ

「

ハ

ル

キ

ュ

ハ

ル

」

［

人

名

］

支

配

「

ア

ル

リ

ガ

ト

ル

」

［

同

上

］

書

養

舶

廿

六

門

「

バ

ン

キ

ー

ル

」

［

人

名

］

支

配

「

ア

マ

ソ

ン

」

［

名

号

］

二

十

六

門

「

ト

ロ

ン

ブ

リ

ド

ゲ

」

支

配

「

ア

ラ

ブ

」

［

名

号

］

「

ブ

リ

ッ

キ

船

十

二

門

「

モ

ル

リ

ス

」

［

人

名

］

支

配

「
コ
ン
ブ
リ
ア
ン
」
［
名
号
］
「
フ
レ
ガ
ッ
ト
船
三
十
六
門

「

ブ

ロ

イ

ム

リ

ド

ゲ

ロ

［

人

名

］

支

配

「

ク

レ

オ

パ

ト

ラ

」

［

名

号

］

二

十

六

門

「

マ

ル

シ

ー

」

［

人

名

］

支

配

「
フ
ュ
レ
イ
」
［
名
号
］
蒸
気
船
「
フ
レ
ガ
ッ
ト
」
六
門

「

ウ

イ

ル

ロ

キ

ス

」

支

配

「
ホ
ル
チ
ン
グ
ス
」
［
名
号
］
リ
ニ
ー
舶
七
十
二
門

「

ア

ウ

ス

チ

ン

」

支

配

「

マ

リ

子

ル

」

［

名

号

］

「

ブ

リ

ッ

キ

船

十

六

門

「

□

□

ロ

ン

」

支

配

「

メ

デ

ア

」

［

名

号

］

蒸

気

船

□

□

□

「

ロ

ッ

キ

ー

ル

」

支

配

「

ミ

ン

デ

ン

」

［

名

号

］

二

十

門

「

ミ

ト

セ

ル

ル

」

支

配

「
ピ
ロ
ッ
ト
」
［
名
号
］
「
ブ
リ
ッ
キ
船
十
六
門

「

イ

ン

セ

」

支

配

「
し
井
ナ
ル
ド
」
［
名
号
］
「
ス
ト
ー
ム
ス
ク
ル
ー
フ
ス
ク
ー
子
ル
」

十

一

門

「

カ

ラ

エ

ホ

ル

ト

」

支

配

「
ロ
ャ
リ
ス
ト
［
名
号
］
「
コ
ル
ヘ
ッ
ト
船
十
一
門

「

バ

ー

テ

」

支

配

「
セ
ル
ペ
ン
ト
［
名
号
］
「
ブ
リ
ッ
キ
船
十
二
門

「

バ

ル

ヶ

ル

」

支

配

３

－
亜
墨
利
加
の
海
軍
船
は
、
「
ブ
リ
モ
ン
ト
」
［
名
号
］
「
フ
レ
ガ
ッ
ト
」

［
大
砲
二
十
二
門
］
、
加
比
丹
「
グ
レ
ド
子
イ
」
［
人
名
］
の
支
配
、
「
ド
ル
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ピ
ン
［
名
号
］
「
ブ
リ
ッ
キ
」
大
砲
十
門
、
指
揮
官
「
パ
ー
ゲ
」
［
人
名
］

の

支

配

４

一
和
蘭
の
海
軍
船
は
「
レ
イ
ン
」
［
名
号
］
「
フ
レ
ガ
ッ
ト
」
大
砲
五
十
四
門
、

海
軍
加
比
丹
「
ョ
ホ
ル
」
［
人
名
］
の
支
配

５

－
當
年
第
二
月
支
那
帝
道
光
［
案
る
に
年
号
を
帝
の
名
と
思
ひ
し
な
り
］
、
在

位
三
十
年
に
て
死
去
仕
、
其
後
太
子
位
に
即
き
政
を
相
續
仕
候

新
帝
初
め
て
位
に
即
き
、
務
め
て
仁
恵
を
施
し
、
篤
く
口
下
愛
撫
仕
候

６

ボ

ル

ト

ガ

ル

一
昨
年
第
六
月
、
阿
璃
港
に
罷
在
候
波
示
杜
瓦
示
の
総
督
「
ヨ
ア
、
マ
リ
ア
、

ヘ
ル
レ
イ
ラ
、
ド
ア
マ
レ
ル
」
［
人
名
］
、
是
ま
て
阿
礁
港
に
立
ち
在
候
支

ウ

ン

シ

唾

ウ

ヤ

ク

シ

■

那
の
税
関
を
攻
取
、
遂
に
阿
環
港
を
専
ら
波
示
杜
瓦
示
殖
民
の
擦
る
地
な
り

と

告

諭

仕

候

但
し
此
仕
方
に
よ
り
て
、
此
島
中
の
民
人
甚
た
困
難
に
及
ひ
た
り

支
那
の
巨
商
、
是
迄
東
方
の
諸
島
へ
交
易
せ
し
者
皆
璃
港
退
去
セ
リ

是
に
於
て
波
示
杜
瓦
永
の
総
督
よ
り
告
諭
を
出
し
、
従
来
阿
礪
港
に
居
住
せ

る
支
那
人
、
若
し
豫
メ
総
督
よ
り
の
免
許
を
経
す
し
て
窓
に
其
家
を
指
て
移

住
す
る
に
於
て
は
、
其
家
財
器
什
壼
く
総
督
へ
引
上
く
へ
し
と
厳
し
く
申
渡

候但
し
右
の
徒
を
以
て
も
未
能
々
支
那
人
の
退
散
を
妨
く
る
こ
と
を
得
さ
り
し

支
那
人
よ
り
阿
環
港
の
総
督
へ
難
題
を
申
か
け
候
、
其
最
な
る
科
條
ハ

ー
阿
環
港
に
て
新
道
を
造
る
か
為
め
に
、
支
那
人
の
墓
所
を
取
佛
ひ
候
事

一
支
那
の
関
税
に
建
置
き
し
旗
竿
を
切
り
折
り
し
事

阿
璃
港
に
在
住
セ
し
支
那
の
商
人
よ
り
、
欽
差
大
総
督
「
セ
ウ
」
［
人
名
］

に
捧
く
る
書
簡
に
、
阿
砺
港
の
府
に
て
波
示
杜
瓦
示
人
江
報
ふ
へ
き
趣
意
を

申

送

り

候

千
八
百
四
十
九
年
第
八
月
二
十
二
日
［
嘉
永
二
年
七
月
五
日
］
、
阿
砺
港
に

罷
在
候
波
示
杜
瓦
示
の
総
督
「
ヨ
ァ
、
マ
リ
ア
、
テ
ル
レ
イ
ラ
、
ド
、
ア
マ

レ
ル
、
」
［
人
名
］
、
阿
砺
港
の
府
前
に
て
支
那
人
の
為
め
に
斬
り
殺
さ
れ

申

候

さ
て
其
首
と
一
臂
と
を
切
断
し
、
其
者
共
持
去
申
候

此
事
阿
砺
港
の
鹿
に
達
し
、
其
殺
撃
の
疑
あ
る
者
三
人
召
捕
ら
れ
申
候

但
し
此
事
情
の
辨
解
時
日
を
延
き
し
後
、
囚
捕
セ
る
支
那
人
を
差
返
し
、
右

の
代
り
と
し
て
曇
キ
に
奪
ひ
去
れ
る
首
臂
を
支
那
の
官
人
よ
り
返
し
送
り
申

候波
示
杜
瓦
示
、
伯
西
示
、
臥
亜
よ
り
海
陸
の
援
兵
を
阿
砺
港
へ
差
向
た
り
新

た
に
命
セ
ら
れ
た
る
総
督
ベ
ド
ロ
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ダ
ク
シ
ュ
ン
ハ
］

［
人
名
］
は
、
其
任
に
赴
き
申
候

７

一
支
那
海
に
横
行
す
る
海
賊
の
事
に
就
て
、
英
吉
利
よ
り
数
隊
の
軍
を
分
け
出

だ

せ

り

昨
年
十
月
蒸
気
船
「
フ
レ
ケ
ー
ン
」
及
ひ
「
フ
ュ
レ
イ
」
［
共
に
船
号
］
、

「
フ
リ
ッ
キ
船
「
コ
リ
ュ
ム
ビ
子
」
［
船
号
］
と
與
に
、
「
コ
ル
キ
ュ
ム
」

［
地
名
］
の
辺
に
て
、
有
名
の
海
賊
「
サ
プ
ン
グ
ッ
ッ
ヱ
イ
［
人
名
］
の
支

那
船
四
十
艘
を
具
し
居
た
る
に
出
逢
ひ
て
、
壷
く
こ
れ
を
撃
散
ら
し
申
候

「
サ
プ
ン
ッ
ヱ
イ
」
［
人
名
］
は
間
も
な
く
支
那
の
官
吏
に
降
服
の
こ
と
を

請
ひ
け
れ
は
、
支
那
よ
り
恩
恵
の
取
扱
を
蒙
り
た
り
、
其
属
徒
ハ
皆
全
く
免
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さ

れ

申

候

８

一
千
八
百
四
十
九
年
第
二
月
［
嘉
永
二
年
正
月
よ
り
二
月
寛
る
］
、
暹
羅
の
使

節
「
マ
ウ
ル
マ
イ
ン
」
［
地
名
］
の
総
督
を
勤
む
る
英
吉
利
の
加
比
丹
「
ス

パ
ル
ク
ス
」
［
人
名
］
に
従
属
仕
候
、
但
し
風
説
に
拠
れ
は
、
是
れ
自
己
及

ひ
同
國
の
人
数
人
此
地
に
移
住
セ
ん
こ
と
を
願
ふ
が
為
に
来
れ
る
な
り
と
い

へ

り

但
し
暹
羅
の
政
治
苛
酷
な
る
に
よ
り
て
此
数
人
遂
に
其
生
國
を
損
て
去
る
に

至
れ
る
な
る
へ
し

９

一
千
八
百
四
十
九
年
第
五
月
二
十
九
日
［
嘉
永
二
年
閏
四
月
八
日
］
英
吉
利
の

ソ

ー

ロ

ー

マ

ホ

メ

ッ

ト

総
督
蘓
洛
島
の
酋
長
馬
吟
黙
教
主
「
サ
デ
ー
ル
、
ア
ル
、
カ
ヒ
ー
ル
」
［
人

名
］
と
盟
約
を
定
め
、
共
に
海
賊
を
防
が
ん
こ
と
を
取
極
め
申
候

此
條
約
ハ
英
吉
利
國
女
王
の
名
前
に
て
「
ラ
ブ
ァ
ン
島
の
総
督
「
シ
ル
、
ヤ
ー
、

メ
ス
ブ
ロ
ー
ヶ
」
［
人
名
］
よ
り
取
極
め
申
候

此
島
ハ
石
炭
坑
あ
り
と
錐
も
、
其
地
の
気
候
宜
し
か
ら
す
し
て
、
死
亡
す
る

者
多
き
か
故
に
繁
盛
に
至
り
不
申
候

２ ０

－
英
吉
利
殖
民
の
地
な
る
喜
望
峰
に
於
て
、
土
人
、
英
吉
利
の
政
法
に
背
き
、

騒
か
敷
儀
に
及
ひ
申
候
、
其
故
ハ
英
吉
利
官
府
に
て
新
に
評
議
を
な
し
、
喜

望
峰
の
地
を
も
本
國
の
追
放
人
を
送
り
遣
る
へ
き
地
と
な
さ
ん
と
セ
し
故
二

御

座

候

示
後
千
八
百
四
十
九
年
［
嘉
永
二
年
］
の
末
に
至
り
、
右
の
土
人
等
大
に
騒

動
を
起
セ
し
故
に
、
喜
望
峰
の
総
督
「
シ
ル
、
ヘ
ン
リ
イ
ス
ミ
ッ
ト
」
［
人

名
］
一
己
の
決
断
に
て
、
英
吉
利
よ
り
船
に
て
送
り
来
る
所
の
罪
人
ハ
上
陸

を
許
さ
ぬ
事
を
諭
告
セ
リ

此
諭
告
に
依
て
、
其
地
の
民
心
静
り
、
且
喜
望
峰
よ
り
の
告
白
に
依
て
、
英

吉
利
官
府
よ
り
罪
人
を
送
る
事
の
企
て
を
止
め
た
り

２

－
欧
羅
巴
の
騒
動
未
夕
静
ま
り
不
申
候

２ ２

－
佛
郎
西
國
に
於
て
は
民
心
未
夕
一
致
セ
さ
り
し

府
民
を
平
等
に
し
、
金
貨
を
分
配
セ
ン
事
を
計
り
て
一
摸
を
起
シ
、
既
に
千

八
百
四
十
八
年
第
六
月
［
嘉
永
元
年
五
月
］
に
於
て
、
大
に
敗
走
セ
る
徒
党

尚
又
漸
々
に
勢
を
得
申
候

殊
二
首
府
把
理
斯
に
於
て
は
、
右
の
徒
多
の
属
徒
を
得
た
り
、
殊
二
下
賤
な

る
者
多
く
此
に
組
ミ
セ
リ

千
八
百
四
十
九
年
第
六
月
［
嘉
永
二
年
四
月
よ
り
五
月
に
至
る
］
、
右
の
徒

党
把
理
斯
及
ひ
「
リ
ヲ
ン
」
［
佛
郎
西
國
南
方
の
地
］
に
於
て
一
撲
セ
リ
、

然
れ
共
政
礪
の
智
虎
を
以
て
、
此
鎮
め
た
り
、
但
し
死
傷
の
者
無
き
に
あ
ら

す

２ ３

フ

レ

シ

テ

ン

ト

一
佛
郎
西
國
共
和
政
治
の
伯
理
璽
天
徳
［
官
名
］
「
プ
リ
ン
ス
ロ
デ
ヱ
イ
キ
ナ

オ

私

ス

テ

ン

レ

イ

キ

ポ
レ
オ
ン
」
［
人
名
］
は
、
法
皇
の
請
に
依
て
窩
々
斯
甸
禮
畿
帝
約
波
里
王

及
ひ
伊
斯
把
泥
亜
女
王
と
共
に
力
を
併
セ
法
皇
を
其
國
に
入
れ
、
故
に
復
セ

ん
事
を
謀
り
申
候

此
に
依
て
、
佛
郎
西
の
一
軍
都
督
「
ヲ
ン
ヂ
ノ
ッ
ト
」
［
人
名
］
を
将
と
し

て
、
千
八
百
四
十
九
年
［
嘉
永
二
年
］
の
初
、
「
シ
ヒ
タ
ヒ
ク
シ
ァ
」
［
羅

砺
近
傍
の
港
］
に
着
セ
リ

然
れ
と
も
、
短
慮
な
る
者
共
奮
起
セ
ら
れ
し
人
民
ハ
、
甚
強
く
此
を
拒
防
セ
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他
邦
の
亡
命
セ
し
者
共
法
皇
二
敵
對
シ
、
奮
起
セ
し
人
民
共
を
援
け
ん
為
メ
、

追
々
羅
礁
に
寄
集
り
申
候

千
八
百
四
十
九
年
第
六
月
三
十
日
［
嘉
永
二
年
五
月
十
一
日
］
、
佛
郎
西
の

軍
兵
属
シ
く
羅
礁
府
に
攻
入
た
り
、
是
に
因
て
法
皇
の
威
勢
故
に
攻
す
と
雛

も
、
尚
時
を
費
し
て
近
頃
に
至
り
て
、
漸
々
其
本
國
に
帰
る
こ
と
を
得
た
り

２ ４

一
千
八
百
四
十
九
年
第
五
月
廿
六
日
［
嘉
永
二
年
閨
四
月
五
日
］
、
挑
郎
西
に

て
往
昔
の
政
官
等
退
散
し
、
新
に
庶
民
の
□
□
に
撰
挙
セ
る
使
節
等
其
任
に

當

り

申

候

２ ５

一
同
年
英
吉
利
に
於
て
其
航
海
の
法
律
を
改
革
仕
候

出
貨
入
貨
の
租
銭
大
ひ
に
減
し
、
且
一
二
の
品
物
に
ハ
全
く
租
を
除
き
た
り

他
邦
の
民
人
及
ひ
船
英
吉
利
國
に
於
て
は
、
英
吉
利
本
國
の
人
と
同
様
の
免

許
を
得
た
り

右
の
徒
は
欧
羅
巴
諸
國
交
易
為
に
ハ
有
益
な
る
定
め
に
有
之
候

欧
羅
巴
諸
國
の
人
民
、
交
易
の
事
に
於
て
は
互
に
同
一
の
自
由
を
得
る
に
至

る

へ

し

２ ６

－
英
吉
利
領
の
印
度
よ
り
衆
多
の
商
人
、
「
ビ
ル
ミ
ン
グ
ハ
ム
」
［
英
吉
利
の

内
の
地
名
］
の
一
二
の
商
人
と
相
與
ミ
て
、
支
那
日
本
等
に
商
寶
を
始
め
ん

と
て
、
英
吉
利
の
総
督
に
一
書
を
贈
れ
り

英
吉
利
官
府
よ
り
の
命
と
し
て
右
総
督
よ
り
次
の
答
な
し
た
り

諸
子
吾
か
英
吉
利
の
交
易
の
為
め
に
日
本
交
趾
朝
鮮
暹
羅
の
地
に
市
場
を

開
か
ん
為
め
、
其
適
當
の
法
方
を
申
明
し
、
汝
及
ひ
「
ビ
ル
ミ
ン
グ
ハ
ム
」

り

一27

［
英
吉
利
の
内
の
地
名
］
商
人
等
よ
り
差
出
た
る
一
書
を
受
取
り
た
る
事

を
汝
等
に
告
く
へ
し
と
、
「
ロ
ル
ド
パ
ル
メ
ル
ス
ト
ン
」
［
人
名
］
よ
り

予
に
命
セ
ら
れ
た
り

但
し
、
諸
子
よ
り
贈
れ
る
一
書
の
主
意
、
甚
た
大
切
の
事
に
し
て
、
宜
く

熟
慮
す
べ
き
所
の
事
な
り
、
而
シ
て
、
英
吉
利
の
政
官
未
十
分
の
明
見
な

け
れ
は
、
其
事
を
決
し
難
し

「
ハ
ロ
ワ
ッ
ヂ
ン
グ
ス
ト
ン
］
特
示

濁
逸
國
ハ
、
幾
多
の
多
の
各
侯
の
邦
に
分
れ
た
る
國
に
し
て
、
近
頃
こ
れ
を

一
個
の
共
和
政
治
と
為
さ
ん
と
勉
強
セ
し
が
、
章
に
こ
れ
を
遂
ぐ
る
こ
と
を

得
さ
り
し

「
フ
ラ
ン
キ
ホ
ル
ト
［
王
國
の
名
］
集
会
所
ハ
、
諸
國
の
使
節
其
集
会
に
與

ミ
セ
さ
り
し
よ
り
残
れ
る
僅
か
の
一
摸
の
輩
、
千
八
百
四
十
九
年
第
五
月

［
嘉
永
二
年
四
月
よ
り
閏
四
月
に
章
る
］
に
、
こ
れ
を
「
ヒ
ュ
ル
ト
ガ
ル
ド
」

［
「
ウ
ル
テ
ム
ベ
ル
グ
［
地
名
］
の
中
に
あ
り
］
に
移
し
た
り

其
時
、
右
の
輩
「
ア
ー
ル
ッ
ヘ
ル
ト
ク
」
［
人
名
］
の
政
令
に
従
ふ
ま
じ
き

由
を
告
白
し
、
別
に
放
窓
の
徒
六
人
を
撰
挙
し
て
、
こ
れ
を
一
の
摂
政
と
立

て
た
り

プ

ロ

イ

セ

ン

爾
後
、
李
漏
生
の
政
鹿
よ
り
褐
逸
國
治
め
方
の
一
新
制
を
告
明
セ
リ
、
次
で

濁
逸
國
中
一
二
の
邦
に
て
、
直
ち
に
其
策
を
用
ひ
た
り

右
の
建
制
に
因
れ
は
、
國
権
ハ
「
レ
イ
ク
ス
オ
ッ
ペ
ル
ホ
ー
フ
ト
」
［
國
長

の
官
名
］
と
名
つ
く
る
一
官
人
よ
り
行
ふ
こ
と
に
て
、
李
漏
生
の
王
其
職
に

任
セ
ら
る
へ
し
と
な
り
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右
「
レ
イ
ク
ス
オ
ッ
ペ
ル
ホ
ー
フ
ド
」
の
外
、
六
員
の
参
政
侯
を
置
く

國
政
評
議
の
集
会
ハ
ニ
組
に
て
成
れ
り

其
一
組
ハ
官
人
組
と
す
、
其
一
半
ハ
政
廟
に
て
撰
ミ
挙
け
、
又
、
一
半
ハ
諸

州
よ
り
集
会
セ
る
使
節
の
澤
挙
に
任
す
な
り

其
二
組
ハ
庶
民
と
す
、
庶
民
よ
り
撰
み
た
る
集
会
の
使
節
な
り

然
れ
と
も
、
「
オ
ー
ス
テ
ン
レ
イ
キ
」
［
國
名
］
に
於
て
は
、
右
李
漏
生
に

て
創
立
セ
し
新
制
に
一
致
す
る
こ
と
難
か
る
へ
し
、
其
故
ハ
「
オ
ー
ス
テ
ン

レ
イ
キ
」
も
亦
「
レ
ー
キ
ス
オ
ッ
ペ
ル
ホ
ー
フ
ド
」
の
官
職
を
望
む
に
由
て

な

り

２ ８

－
李
漏
生
國
王
ハ
其
本
國
中
に
亦
一
の
新
政
を
出
た
し
、
第
二
月
六
日
に
於
て

其
盟
約
を
定
め
た
り

右
の
如
く
、
濁
逸
國
の
諸
民
を
一
致
セ
し
め
ん
と
勉
強
な
セ
と
も
、
兎
角
に

諸
地
に
一
撲
蜂
起
し
静
謡
な
り
難
し

「
ド
レ
ス
テ
ン
」
［
「
サ
ク
セ
ン
［
國
名
］
の
首
都
」
及
ひ
「
カ
ル
ー
ス
リ
ュ

ヘ
」
［
「
ラ
ー
デ
ン
［
プ
ロ
イ
セ
ン
の
中
の
地
名
］
の
府
な
り
］
の
住
民
、

其
侯
に
対
し
て
一
撲
を
起
し
、
遂
に
其
君
を
國
外
に
遂
ふ
に
至
れ
り

然
れ
ど
も
、
程
な
く
其
侯
の
権
威
再
ひ
復
し
て
其
國
に
還
り
、
住
民
も
亦
其

惑
を
解
き
て
服
従
せ
ん
と
す
る
に
至
れ
り

猫
逸
國
と
第
那
礪
示
加
國
と
に
て
、
「
ヘ
ル
ト
ク
領
「
ス
レ
ー
ス
ウ
ヱ
イ
キ

［
地
名
］
及
ひ
「
ホ
ル
ス
テ
イ
ン
」
［
地
名
］
を
争
ふ
に
よ
り
て
起
れ
る
争

闘
、
今
以
て
相
鎮
り
不
申
候

右
の
戦
争
ハ
、
昨
年
一
ト
度
互
に
退
陣
す
る
に
至
り
け
り
、
而
し
て
、
其
頃

魯
西
亜
及
ひ
英
吉
利
の
媒
に
て
、
二
國
の
和
睦
相
整
ひ
た
り

然
る
に
、
千
八
百
四
十
九
年
第
四
月
［
嘉
永
二
年
三
月
］
、
其
和
睦
の
盟
約

再
ひ
破
れ
、
互
に
敵
國
と
な
れ
り

「
ヘ
ル
ト
ク
領
「
ス
レ
ー
ス
ウ
ヱ
イ
キ
」
及
ひ
「
ホ
ル
ス
テ
イ
ン
」
の
港
及

ひ
河
口
に
は
、
第
那
礁
児
加
の
軍
隊
、
其
地
の
城
「
エ
ヶ
リ
ュ
ヒ
オ
ル
テ
」

の
前
に
来
り
て
榔
砲
を
打
ち
か
け
た
り

但
し
、
敵
の
砲
臺
よ
り
打
ち
出
た
セ
る
砲
火
の
為
に
、
第
那
砺
児
加
の
盛
飾

の
軍
艦
二
艘
海
底
に
沈
め
ら
れ
た
り
、
而
し
て
、
其
城
に
ハ
差
し
た
る
害
を

な
す
こ
と
能
ハ
さ
り
し

右
、
同
時
に
彼
此
の
陸
地
に
於
て
も
第
那
砺
児
加
と
濁
逸
の
軍
勢
互
に
叩
の

戦
あ
り
て
、
此
時
第
那
礪
児
加
の
人
多
く
は
敗
軍
に
及
へ
り

此
に
於
て
第
那
砺
児
加
人
戦
闘
を
休
め
ん
が
為
め
に
一
の
特
約
を
成
セ
リ
、

即
ち
、
「
ス
レ
ー
ス
ヱ
ー
キ
」
［
地
名
］
の
地
を
裂
き
、
且
掲
逸
都
領
の
港

口
を
固
め
た
る
軍
船
を
引
き
去
り
、
及
ひ
濁
逸
都
の
軍
勢
を
引
き
退
か
し
む

る
、
の
三
條
な
り

爾
後
、
濁
逸
都
の
軍
勢
「
フ
レ
デ
リ
シ
ア
」
［
第
那
礁
示
加
の
領
地
北
「
ユ

ト
ラ
ン
ド
」
中
の
一
府
な
り
］
を
囲
め
る
者
大
敗
を
取
り
て
、
第
那
砺
児
加

人
よ
り
追
ひ
撃
た
り
け
る
、
其
後
、
第
七
月
二
十
七
日
二
於
て
戦
闘
を
休
む

へ
き
こ
と
を
約
定
セ
リ
、
但
し
、
六
個
月
を
限
り
て
約
と
な
せ
り

但
し
、
第
那
礪
児
加
王
ハ
己
か
國
中
に
新
政
を
行
へ
り

２ ９

一
千
八
百
四
十
八
年
八
月
九
日
［
嘉
永
元
年
七
月
十
一
日
］
に
、
窩
々
斯
甸
礼

サ

ル

ヂ

ニ

ア

幾
は
撒
而
地
泥
亜
王
に
約
諾
し
、
一
旦
戦
争
の
事
を
休
む
と
雛
も
、
千
八
百
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四
十
九
年
三
月
十
二
日
［
嘉
永
二
年
二
月
十
八
日
］
に
至
て
、
撒
而
地
泥
亜

王
其
約
定
を
叛
き
、
再
ひ
事
を
起
セ
リ

此
に
依
て
、
佛
郎
察
及
ひ
英
吉
利
よ
り
、
此
二
國
の
和
睦
を
取
扱
ひ
し
事
も

破
れ
、
再
ひ
敵
國
と
な
り

撒
而
地
泥
亜
王
「
カ
ル
レ
ス
、
ア
ル
ベ
ル
ト
」
［
王
の
名
］
は
、
其
後
再
ひ

敗
軍
し
て
、
遂
に
王
位
を
退
き
、
太
子
「
ヒ
ク
ト
ル
、
ヱ
ム
マ
’
一
ユ
ヱ
ル
」

［
名
］
に
譲
る
、
而
し
て
、
太
子
、
直
に
窩
斯
甸
礼
畿
と
和
睦
の
事
を
取
り

結

ひ

た

り

退
位
セ
し
王
「
カ
ル
レ
ス
、
ア
ル
ベ
ル
ト
は
、
波
示
杜
瓦
児
に
遁
れ
、
其
後
、

「
ヲ
ポ
ル
ト
」
［
地
名
］
に
於
て
卒
去
セ
リ

窩
々
斯
甸
礼
幾
よ
り
撒
而
地
泥
亜
に
軍
費
損
亡
の
償
を
求
る
事
過
多
な
る
に

依
て
、
和
睦
の
事
久
し
く
調
ハ
ざ
り
し

但
し
、
千
八
百
四
十
九
年
第
八
月
六
日
［
嘉
永
二
年
六
月
十
八
日
］
に
於
て
、

右
和
睦
漸
く
渦
ひ
た
り

撒
而
地
泥
亜
ハ
軍
費
損
亡
の
償
と
し
て
、
窩
々
斯
甸
礼
幾
に
七
千
五
百
萬

「
リ
フ
レ
ン
ス
」
［
貨
名
］
を
出
す
へ
き
事
に
定
む

３ ０

－
窩
々
斯
甸
礼
幾
ハ
騒
乱
セ
し
「
ロ
ム
ハ
ル
デ
イ
」
人
に
、
赦
免
状
を
送
り
た

り

へ

子

チ

ア

爾
後
、
勿
搦
祭
亜
も
亦
和
約
を
行
ひ
て
、
再
ひ
窩
々
斯
甸
礼
幾
に
従
属
セ
リ

３

一
千
八
百
四
十
九
年
四
月
［
嘉
永
二
年
三
月
よ
り
四
月
に
莞
る
］
、
窩
々
斯
甸

オ

ン

カ

リ

ア

禮
幾
は
翁
加
里
亜
と
の
戦
に
大
挙
し
て
、
勝
敗
を
一
決
セ
ん
と
企
て
り

帝
五
萬
人
の
加
勢
を
彼
ノ
地
に
送
り
、
而
し
て
又
降
属
セ
ん
と
欲
す
る
人
々

に
は
赦
免
状
を
遣
ハ
す
事
を
約
定
す

翁
加
里
亜
に
在
る
所
の
窩
々
斯
甸
礼
幾
の
軍
勢
、
合
セ
て
九
萬
人
乃
至
十
萬

人
に
し
て
、
其
内
五
萬
人
ハ
都
城
ペ
ル
ト
」
を
囲
め
り

此
の
如
き
大
軍
を
も
恐
れ
す
、
翁
加
亜
は
「
コ
ッ
ト
シ
ュ
ッ
ト
」
［
人
名
］

の
指
揮
に
て
防
戦
セ
リ
、
此
に
於
て
窩
々
斯
甸
礼
幾
帝
は
援
兵
を
魯
西
亜
帝

に

乞

ひ

た

り

千
八
百
四
十
九
年
第
五
月
［
嘉
永
二
年
四
月
よ
り
閏
四
月
に
章
る
］
、
既
に

魯
西
亜
の
軍
勢
「
パ
ス
ヶ
ウ
ィ
ッ
ク
」
［
人
名
］
を
大
将
と
し
て
、
凡
十
萬

人
乃
至
十
二
萬
人
窩
々
斯
甸
礼
幾
領
の
中
に
到
着
セ
リ

是
に
於
て
、
二
國
の
大
軍
を
併
セ
て
進
て
翁
加
里
亜
を
攻
め
け
れ
は
、
翁
加

里
亜
に
敗
し
、
千
八
百
四
十
九
年
第
七
月
［
嘉
永
二
年
五
月
よ
り
六
月
に
章

る
］
、
右
騒
動
蓋
く
平
均
セ
リ
、
而
し
て
、
「
コ
ッ
ト
シ
ュ
ト
」
［
人
名
］
は

緯
に
逃
れ
去
る
こ
と
を
得
た
り

２３

－
欧
暹
巴
東
方
の
騒
凱
今
に
穏
か
な
ら
す
、
且
魯
西
亜
と
都
児
格
の
両
國
互
に

不
和
を
抱
け
り

又
、
英
吉
利
と
厄
力
西
亜
と
に
於
て
争
論
を
起
し
、
英
吉
利
の
海
軍
隊
に
て
、

厄
力
西
亜
の
商
船
一
隊
を
奪
ひ
た
り

然
れ
と
も
、
此
争
ハ
魯
西
亜
及
佛
郎
西
両
國
の
取
扱
に
依
て
、
穏
に
治
る
へ

し
と
風
聞
セ
リ

意
太
里
亜
に
於
て
も
亦
其
騒
凱
未
静
謡
な
り
難
し

「
ト
ス
カ
ァ
子
」
［
地
名
意
太
里
亜
中
の
大
ヘ
ル
ト
ク
領
］
の
領
主
「
ヘ
ル

ト
ク
」
［
官
名
］
は
孤
濁
の
侯
に
し
て
、
一
撲
の
為
に
其
國
を
追
出
さ
れ
し
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然
る
に
、
侯
又
窩
々
斯
甸
礼
幾
の
助
力
を
得
て
國
に
帰
り
、
其
職
に
攻
セ
リ

納
波
里
王
ハ
、
騒
動
セ
る
斉
西
里
亜
人
を
屈
服
セ
し
む
る
事
を
得
た
り

意
太
里
亜
の
騒
動
ハ
久
し
か
ら
す
し
て
静
證
な
る
へ
し
と
察
セ
ら
る
、
但
し
、

其
國
の
人
民
は
静
謡
を
渇
望
す
る
こ
と
甚
し

欧
暹
巴
全
洲
、
吐
潟
病
大
に
流
行
セ
リ

亜
細
亜
及
英
吉
利
領
印
度
に
於
て
も
、
亦
、
病
発
行
セ
リ

３ ３

－
「
ア
ブ
バ
ス
パ
カ
」
［
人
名
］
は
、
祖
父
「
メ
ヘ
メ
ッ
ト
ア
リ
イ
」
の
後
を

エ

ヂ

ッ

ト

コ

ン

ス

タ

ン

チ

ノ

ペ

ル

継
き
、
随
日
多
の
領
主
と
な
り
し
が
、
此
度
、
公
斯
適
丁
諾
波
児
［
都
児
格

の
首
都
］
よ
り
帰
り
来
れ
り

右
「
ア
ブ
バ
ス
、
パ
カ
」
は
、
祖
父
の
定
め
置
き
た
る
法
則
を
保
續
セ
す
、

甚
た
放
逸
な
る
侯
と
見
へ
た
り

是
故
に
、
脈
日
多
は
己
レ
が
領
地
な
り
と
雛
も
、
其
実
ハ
都
児
格
の
領
界
セ

る

地

の

如

し

４３

力

ル

ホ

ル

ー
諸
州
殊
二
欧
暹
巴
洲
よ
り
、
数
千
の
人
衆
、
黄
金
を
求
る
為
め
、
角
里
伏
示

と
も
、
多
く
は
其
地

國
と
な
る
に
至
れ
り

此
國
中
に
於
て
、
新

此
國
中
に
於
て
、
新

尼
亜
に
来
り
集
れ
り

此
の
如
く
、
連
綿
と
群
集
セ
し
人
、
或
ハ
貨
を
携
へ
て
其
國
に
帰
る
者
あ
れ

と
も
、
多
く
は
其
地
に
居
家
を
構
へ
、
住
す
る
に
依
て
、
自
か
ら
繁
庶
の
一

た
に
政
務
を
建
定
セ
リ
、
而
し
て
、
諸
方
の
人
雲
集
セ

る
か
故
に
、
速
か
に
繁
栄
の
地
と
な
る
へ
き
事
疑
な
し
、
況
や
運
送
の
為
め
、

巴
那
麻
［
米
里
幹
に
在
る
狭
長
の
地
］
の
地
峡
に
於
て
溝
渠
を
堀
り
、
轍
を

造
る
等
の
企
成
就
す
る
に
至
て
は
、
北
亜
墨
利
加
國
合
衆
國
の
威
勢
亜
墨
利

ニ

ア

別

段

風

説

害

イ
ー
嘉
永
三
年
戌
四
月
二
十
四
日
、
當
國
王
次
男
ウ
ィ
ル
レ
ム
フ
レ
デ
リ
ッ
キ

マ
ウ
リ
ッ
ッ
ァ
レ
キ
サ
ン
ド
ル
ヘ
ン
デ
リ
ッ
キ
カ
ー
レ
ル
［
人
名
］
、
死

去

仕

候

（
表
紙
）

「
百
十
五
登嘉

永

四

年

別

段

風

説

書

崎

陽

讓

」

加
國
の
北
西
に
於
て
愈
々
堅
固
な
る
へ
し
、
此
企
は
諸
國
の
人
互
に
一
致
し

て
其
地
を
以
て
何
レ
の
國
に
も
属
セ
さ
る
事
と
為
セ
は
、
章
に
は
必
成
就
す

へ
し
と
見
へ
た
り

合
衆
國
の
北
亜
墨
利
加
國
人
は
、
全
世
界
に
航
海
し
て
弘
く
交
易
を
為
す
こ

と
を
勤
る
内
、
近
日
、
風
聞
に
据
れ
は
、
日
本
に
も
到
り
て
、
交
易
を
為
す

の
所
存
あ
り
と
云
へ
り

此
企
は
秘
書
監
「
カ
ラ
イ
ト
ン
」
［
人
名
］
の
趣
意
と
見
へ
た
り

「
カ
ナ
ダ
」
［
英
吉
利
の
北
亜
墨
利
加
諸
領
］
に
於
て
、
千
八
百
四
十
九
年

［
嘉
永
二
年
］
の
春
、
一
摸
起
り
し
か
と
も
、
速
に
静
譜
に
成
り
申
候

和

蘭

交

易

都

督

レ

ヒ

ソ

ン

某

按
二
「
レ
ヒ
ソ
ン
」
に
並
て
口
名
を
□
口
新
甲
必
丹
な
る
く
し
字
体
讃

ミ
難
け
れ
ハ
其
名
を
知
り
難
し
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２

－
右
次
男
、
繕
六
歳
に
て
の
死
亡
を
、
國
王
一
族
殊
の
外
悲
嘆
仕
候
儀
二
御

座

候

３

雪

際

亜

諸

爾

勿

兼

亜

ロ
ー
右
同
月
、
ス
ウ
ヱ
ー
デ
ン
兼
ノ
ー
ル
ウ
ヱ
ー
ケ
ン
國
王
の
太
子
、
和
蘭
先

國
王
の
弟
の
娘
と
縁
組
仕
候

４ハ
ー
去
戌
十
月
二
十
一
日
、
當
國
王
ウ
ィ
ル
レ
ム
デ
デ
ル
デ
の
弟
、
都
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
ロ
ラ
ン
テ
［
人
名
］
リ
ュ
ク
セ
ン
ヒ
ュ
ル

ク
［
口
侯
の
名
］
□
□
□
口
申
候

＊
□
□
□
□
□
へ
シ
奪
ノ
義
□
ロ
ス
ロ
ロ

５一
二
欧
暹
巴
州
中
兎
角
に
騒
動
可
有
之
候
得
と
も
、
阿
蘭
陀
國
に
限
り
、
至
て

静

謡

安

全

に

御

座

候

＊
年
々
風
説
書
毎
二
和
蘭
國
二
限
り
静
證
と
称
ス
、
信
シ
難
シ

６
ホ
ー
エ
ゲ
レ
ス
國
、
船
乗
徒
の
儀
に
付
、
以
前
の
通
に
相
改
候
儀
、
昨
年
末
の

説

書

に

有

之

候

７

－
阿
蘭
陀
國
及
び
其
他
欧
暹
巴
の
國
々
、
船
乗
徒
の
儀
、
是
亦
エ
ゲ
レ
ス
國

の
振
合
に
准
し
、
猶
商
實
に
参
居
候
先
々
に
て
も
、
其
國
々
の
者
、
自
國

同

様

の

心

得

の

趣

に

候

８

－
右
の
振
合
に
相
成
候
以
来
、
商
売
方
大
に
繁
昌
い
た
し
、
諸
荷
物
の
直
段

一
躰
に
引
下
け
、
國
中
折
合
宜
敷
、
欧
羅
巴
州
中
以
愈
に
競
ひ
候
得
は
、

安

寧

二

相

成

申

候

９

－
欧
暹
巴
州
國
々
の
諸
領
と
も
同
様
安
寧
二
相
成
申
候

０

タ

メ

ヘ
ー
阿
蘭
陀
國
に
て
海
水
を
製
法
し
、
飲
水
に
い
た
し
候
様
試
様
し
仕
、
此
儀

夫
等
の
学
術
に
功
者
の
人
物
立
合
に
て
良
法
と
相
決
申
候

ト
ー
當
年
四
月
十
二
日
、
政
事
を
預
候
都
督
職
イ
イ
ロ
キ
ュ
ス
セ
ン
［
人
名
］
、

王
命
に
て
、
其
職
を
ア
イ
ド
イ
マ
ー
ル
フ
ァ
ン
ト
ウ
ィ
ス
ト
［
人
名
］
に

譲

り

申

候

２

一
既
に
、
去
ル
嘉
永
二
年
酉
年
、
政
事
を
頭
り
候
イ
イ
ロ
ギ
ュ
ス
セ
ン

［
人
名
］
、
都
督
職
を
退
勤
い
た
し
、
本
國
に
罷
行
候
儀
相
願
候

３

－
右
代
り
新
都
督
ア
イ
ド
イ
マ
ー
ル
フ
ァ
ン
ト
ウ
ィ
ス
ト
［
人
名
］
は
、
以

前
、
和
蘭
國
人
民
守
護
の
た
め
、
オ
ー
フ
ル
ェ
イ
ス
ル
［
地
名
］
在
勤
致

居

候＊
オ
ー
フ
ル
エ
イ
ス
ル
、
司
天
諜
二
云
ク
、
和
蘭
十
一
州
ノ
下
、
是
ナ

リ

４

－
右
役
を
一
両
年
相
勤
候
後
、
國
王
よ
り
、
其
地
在
勤
の
頭
役
に
被
任
候

５

－
右
新
都
督
は
、
當
亥
年
二
月
初
旬
本
國
発
足
い
た
し
、
同
四
月
十
一
日
咬

留

巴

着

い

た

し

候

６

－
右
新
都
督
は
、
即
ち
エ
ー
ル
ス
テ
ラ
ン
ド
フ
ヲ
ー
グ
ト
［
官
名
］
に
有
之
、

同
人
、
咬
留
巴
江
罷
越
候
節
は
、
陸
路
に
て
所
々
巡
見
い
た
し
、
右
の
序
、

て

ド
イ
ツ
國
の
都
府
江
も
立
寄
、
道
中
日
数
五
十
四
日
経
に
瓜
畦
地
に
着
い

た

し

候

、

７
チ
ー
和
蘭
所
領
東
印
度
の
フ
ィ
セ
プ
レ
シ
デ
ン
ト
フ
ァ
ン
デ
ン
ト
ダ
ン
デ
ン
ラ
ー

ト
［
官
名
］
に
被
任
候
イ
エ
フ
ハ
フ
ァ
ン
子
ス
［
人
名
］
は
、
右
新
都
督

と
同
道
二
而
、
瓜
畦
着
い
た
し
候

８

－
フ
ィ
セ
プ
レ
シ
デ
ン
ト
［
官
名
］
イ
エ
ル
レ
イ
ン
ス
ト
［
人
名
］
退
勤
相

願
候
二
付
、
其
跡
明
有
之
候
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＊
其
跡
明
有
之
之
一
語
、
司
天
澤
ト
全
ク
同
シ
カ
ラ
ス
、
司
天
篝
修
理

明

白

ナ

リ

、

但

、

原

語

如

何

ヲ

シ

ラ

ス

９

－
右
イ
ェ
フ
ハ
フ
ァ
ン
子
ス
［
人
名
］
は
、
以
前
瓜
畦
地
役
掛
の
者
に
て
、

和
蘭
所
領
東
印
度
の
リ
ッ
ト
イ
ン
デ
ン
ラ
ー
ト
［
官
名
］
に
有
之
候

２ ０

－
先
都
督
イ
イ
ロ
ギ
ュ
ス
セ
ン
［
人
名
］
、
ボ
イ
テ
ン
ソ
ル
グ
［
地
名
］
に

罷
在
候
虚
、
近
々
和
蘭
國
江
向
け
発
足
の
積
に
候

＊
「
ボ
イ
テ
ン
ソ
ル
グ
］
瓜
畦
ノ
都
府
「
バ
タ
ヒ
ャ
」
ノ
正
北
ニ
ア
リ

２
リ
ー
フ
ィ
セ
ァ
ド
ミ
ラ
ー
ル
［
官
名
］
エ
ペ
フ
ァ
ン
デ
ン
ボ
グ
［
人
名
］
は
、

都
督
の
旗
下
と
し
て
東
印
度
海
軍
の
指
揮
役
に
有
之
候
処
、
當
亥
年
正
月

八
日
、
咬
留
巴
に
お
ゐ
て
死
去
い
た
し
候

２ ２

－
同
人
願
に
因
て
、
其
死
骸
は
、
ボ
イ
ン
テ
ン
ソ
ル
グ
［
地
名
］
に
有
之
候
、

寺

の

墓

所

に

葬

有

之

候

２ ３
ヌ
ー
昨
年
、
別
段
風
説
に
申
上
候
通
、
瓜
畦
の
バ
ン
タ
ム
と
申
出
張
所
に
て
騒

動
差
起
候
得
と
も
、
些
細
の
儀
に
有
之
候

＊
萬
丹
ハ
瓜
畦
ノ
西
辺
二
在
テ
古
来
ヨ
リ
ノ
瓜
畦
王
居
レ
リ
サ
レ
陀
其

地
ノ
事
「
バ
タ
ヒ
ャ
」
ヨ
リ
出
張
シ
テ
取
扱
フ
ナ
リ

２ ４

二
摸
の
党
首
、
土
地
の
首
長
井
其
配
下
の
者
共
捕
ハ
れ
土
地
静
證
に
相
成

元
に
復
し
候
、
猶
又
右
の
者
共
を
遠
方
に
退
け
容
易
に
立
帰
り
難
く
い
た

し

候

謁

蚊

叩

ル
ー
バ
ン
カ
ー
島
に
お
ゐ
て
、
ア
ミ
ル
［
官
号
歎
不
詳
］
住
民
を
引
入
れ
、

徒
党
を
企
て
、
騒
動
に
及
ひ
候
得
と
も
、
政
家
の
権
威
に
よ
り
て
徒
党
の

者
翻
覆
い
た
し
、
去
年
十
二
月
六
日
、
右
ア
ミ
ル
降
参
い
た
し
、
遠
方
に

退

ら

れ

候

＊
蚊
甲
島
ハ
蘓
門
答
刺
ノ
東
南
ノ
側
二
在
テ
南
緯
二
三
度
東
経
百
廿
三

四

度

ノ

際

ナ

リ

２ ６
ヲ
一
ボ
ル
子
オ
の
西
渚
サ
ン
バ
ス
住
居
い
た
し
候
唐
人
共
、
土
地
の
徒
に
背
き

候
、
右
發
端
は
、
唐
人
共
密
買
い
た
し
度
所
存
に
有
之
候
、
然
れ
と
も
、

其
地
江
軍
勢
を
差
向
け
、
厳
敷
戒
め
密
買
を
禁
じ
申
候

２ ７

－
右
騒
動
に
付
、
唐
人
共
要
害
を
奪
ハ
れ
勇
壮
の
者
共
討
死
鶏
敷
有
之
、
大

に
敗
北
致
し
、
海
上
の
通
路
を
絶
れ
候
に
付
、
使
者
を
遣
し
、
土
地
の
総

督
に
罪
を
謝
し
、
頻
に
赦
面
を
願
ひ
候
処
、
以
後
、
政
家
の
命
に
伏
し
、

其
命
を
守
る
事
共
取
極
め
差
免
し
候
、
就
て
は
、
唐
人
共
約
定
を
守
り
度

事
に
候
、
尤
軍
勢
は
兼
て
備
置
き
唐
人
の
所
行
を
心
付
け
候

２８
ワ
ー
印
度
海
の
海
賊
追
討
の
た
め
、
阿
蘭
陀
國
海
軍
、
其
場
所
に
赴
き
候

＊
海
軍
本
國
ヨ
リ
出
ル
’
一
疑
ハ
シ
、
ナ
レ
圧
、
此
讓
原
語
ノ
ロ
ロ
ロ
ロ

マ
畠
ヲ
云
□
□
ロ
ナ
ラ
ン
、
司
天
澤
明
了
ナ
レ
雛
、
蓋
シ
修
辞
ニ
渉

ル

ナ

ル

ヘ

シ

２ ９

－
去
年
の
末
、
海
賊
数
艘
ボ
ウ
エ
ア
ン
島
に
戦
争
を
發
し
候
、
右
島
は
瓜
畦

の

北

に

有

之

候

＊
瓜
畦
ノ
北
二
「
ボ
ウ
エ
ァ
ン
」
島
ア
ル
ー
地
図
二
於
テ
イ
マ
タ
得
ス

３ ０

－
右
海
濱
に
住
居
の
者
共
恐
怖
い
た
し
、
陸
手
に
逃
去
候
二
付
、
右
海
賊
共

上
陸
致
し
、
乱
暴
に
及
ひ
、
焼
伐
致
し
土
地
の
男
女
を
連
去
候

＊
司
天
澤
二
「
カ
ム
パ
ン
グ
ス
」
ナ
ル
者
ヲ
疑
う
、
此
澤
毫
モ
其
語
ナ

キ

、

何

ソ

ャ
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３

－
援
兵
船
到
着
の
節
は
、
海
賊
共
最
早
立
去
候
後
に
有
之
候
得
と
も
、
其
後

シ
ュ
マ
ナ
ッ
プ
海
に
お
ゐ
て
出
逢
ひ
、
数
艘
の
海
賊
船
を
破
壊
い
た
し
、

此
時
、
海
賊
に
奪
ハ
れ
候
数
多
の
者
共
災
害
を
免
れ
候
、
尤
右
の
内
に
は

ボ
ウ
ェ
ァ
ン
島
居
住
の
者
も
有
之
候

＊
「
シ
ュ
マ
ッ
プ
」
ハ
「
マ
ジ
ュ
ラ
」
島
中
ノ
地
ナ
リ
、
「
マ
ジ
ュ
ラ
」

ハ
、
瓜
畦
ノ
東
北
ノ
側
南
緯
七
八
度
東
経
百
三
十
一
二
度
ニ
在
り

３ ２
カ
ー
唐
國
海
に
て
、
エ
ゲ
レ
ス
國
の
海
軍
、
海
賊
の
儀
二
付
、
色
々
計
策
致
し
、

評
決
の
上
、
右
□
た
る
海
賊
シ
ュ
ァ
ポ
ー
［
人
名
］
を
召
捕
申
候

３ ３ヨ
ー
サ
マ
ル
レ
ス
［
地
名
］
・
ブ
オ
テ
ュ
ァ
ン
［
同
上
］
・
ベ
ラ
ウ
ン
［
同
上
］

・
ト
ン
キ
ュ
ー
［
同
上
］
の
海
賊
共
、
當
年
の
始
に
、
イ
ス
パ
’
一
ャ
國
の

海
軍
よ
り
召
捕
れ
申
候
、
風
聞
に
て
は
、
海
賊
共
の
住
家
七
百
軒
、
其
餘

数
多
の
船
々
焼
佛
い
た
し
候

４３

－
其
後
イ
ス
パ
’
一
ャ
國
の
海
軍
、
フ
ィ
リ
ペ
イ
ン
鳩
奉
行
の
下
地
に
て
、
ソ
ー

ロ
ー
［
地
名
］
の
シ
ュ
ル
タ
ン
［
官
名
］
討
伐
と
し
て
発
向
の
催
し
有
之

候

＊
「
ソ
ー
ロ
ー
」
ハ
島
名
ナ
リ
、
「
ミ
ン
ダ
ノ
」
ノ
西
南
ニ
在
り
、
「
シ
ュ

ル
タ
ン
」
ハ
尊
号
ナ
リ
、
帝
ト
云
力
如
シ
、
司
天
課
ヲ
佳
ト
ス

３ ５

－
此
事
の
起
り
は
、
ソ
ー
ロ
ー
［
地
名
］
に
罷
在
候
イ
ス
パ
’
一
ャ
國
の
兵
士

取
扱
方
烈
有
之
候
処
よ
り
相
起
り
、
右
に
付
、
シ
ュ
ル
タ
ン
［
官
名
］
甚

不

承

知

を

述

候

３ ６

一
風
説
に
て
は
、
ソ
ー
ロ
ー
共
全
く
取
挫
れ
、
砦
七
ヶ
所
銃
炮
百
三
十
挺
失

ひ
、
シ
ュ
ル
タ
ン
［
官
名
］
は
漸
く
逃
去
申
候

３ ７

－
此
事
に
依
て
、
ソ
ー
ロ
ー
共
萬
一
海
賊
に
出
候
事
も
相
成
間
敷
候
、
元
来

は
前
年
エ
ゲ
レ
ス
國
と
海
賊
の
儀
二
付
取
極
も
有
之
候
得
と
も
、
夫
に
反

し

、

此

頻

に

後

悔

い

た

し

居

申

候

３ ８
夕
一
先
頃
の
風
説
に
て
は
、
エ
ゲ
レ
ス
國
の
海
軍
東
印
度
井
唐
國
海
に
左
の
船
々

を

相

備

申

候

一
ア
ル
リ
ガ
ル
ト
［
船
号
］
首
長
テ
ル
ル
ア
バ
ン
キ
ー
ル
［
人
名
］

但

、

病

人

養

生

船

一

ア

マ

ロ

ン

［

同

上

］

船

将

セ

バ

ル

ク

ル

［

同

上

］

但

、

病

人

養

生

船

、

石

火

矢

二

十

六

挺

備

一
ケ
レ
オ
パ
タ
ラ
ー
［
同
上
］
同
エ
フ
エ
ル
マ
ス
シ
Ｉ
［
同
上
］

但

、

右

同

断

、

石

火

矢

二

十

六

挺

備

一
コ
ス
テ
イ
ト
［
同
上
］
同
イ
ウ
ヱ
エ
ス
ス
ペ
子
－
ル
［
同
上
］

但

、

ブ

リ

ッ

キ

船

、

石

火

矢

十

二

挺

備

一
ハ
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
［
同
上
］
ス
コ
ウ
ト
ベ
イ
ナ
グ
ト
［
官
名
］
セ

ャ

ウ

ス

テ

ン

［

同

上

］

但

、

リ

ー

ニ

ー

船

石

、

火

矢

七

十

二

挺

備

一
リ
ー
リ
ー
［
同
上
］
船
将
ベ
テ
ベ
ド
フ
ォ
ル
ト
［
同
上
］

但

、

ブ

リ

ッ

キ

船

、

石

火

矢

十

二

挺

備

一
ミ
ン
デ
ン
［
同
上
］
マ
ス
ト
ル
［
官
名
］
イ
ミ
ス
セ
ル
［
同
上
］

但

、

兵

根

船

一
ピ
ロ
ッ
ト
［
同
上
］
船
将
ヒ
ッ
ヶ
レ
イ
［
同
上
］

但

、

ブ

リ

ッ

キ

船

石

、

火

矢

十

六

挺

備
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一
プ
レ
イ
ナ
ル
ト
［
同
上
］
同
ペ
ガ
ラ
セ
ロ
フ
ト
［
同
上
］

但

、

ス

ク

ル

ー

フ

ス

ト

ー

ム

ボ

ー

ト

、

石

火

矢

十

一

挺

備

一

ロ

ョ

リ

ァ

ト

［

同

上

］

同

ウ

バ

ー

ラ

［

同

上

］

但

、

コ

ル

フ

ェ

ッ

ト

船

、

石

火

矢

十

一

挺

備

一
セ
ル
ペ
ン
ト
［
同
上
］
同
リ
ァ
ル
ト
［
同
上
］

但

、

ブ

リ

ッ

キ

船

、

石

火

矢

十

二

挺

備

一
ス
ペ
イ
ン
［
同
上
］
同
セ
エ
フ
ア
シ
カ
ッ
ト
ウ
ェ
ル
［
同
上
］

但

、

ス

ー

ム

シ

キ

ッ

プ

、

石

火

矢

六

挺

備

３ ９
レ
ー
イ
ス
パ
’
一
ャ
海
軍
此
地
備
立
の
儀
巨
細
に
書
載
い
た
し
か
た
く
候

０４

－
當
時
、
此
地
江
相
備
候
和
蘭
海
軍
、
左
之
通
二
有
之
候

一
プ
リ
ン
ス
ヘ
ン
デ
レ
ッ
キ
デ
ル
子
－
ド
ル
ラ
ン
デ
ン
［
船
号
］

但

、

フ

レ

ガ

ッ

ト

［

軍

船

の

一

種

］

船

将

カ

ピ

テ

イ

ン

テ

ル

ゼ

イ

［

官

名

］

ヨ

ン

ク

ヘ

ー

ル

ハ

ア

フ

ァ

ン

カ

ル

子

ベ

ー

キ

［

人

名

］

一
ボ
レ
ァ
ス
［
同
上
］
同
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
テ
ル
ゼ
ー
［
官
名
］
イ
フ
ァ

ン

デ

ル

ス

タ

ー

ラ

ン

［

同

上

］

但

、

コ

レ

フ

ェ

ッ

ト

［

同

上

］

一
子
ハ
レ
ニ
ァ
［
同
上
］
同
カ
ピ
テ
イ
ン
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
テ
ル
ゼ
イ

［

官

名

］

ゲ

フ

ヲ

ゲ

ル

ポ

ー

ト

［

同

上

］

但

、

コ

ル

フ

ェ

ッ

ト

［

同

上

］

一
ス
ワ
ー
リ
ウ
［
同
上
］
同
同
セ
ノ
ー
ル
ド
イ
ン
［
同
上
］

但

、

ブ

リ

ッ

キ

［

同

上

］

一
ヒ
ュ
サ
ー
ル
［
同
上
］
第
一
等
同
ロ
イ
テ
ナ
ン
ド
テ
ル
ゼ
ー
［
官

名

］

イ

セ

バ

ー

グ

［

同

上

］

但
、
ス
ク
子
－
ル
ブ
リ
ッ
キ
［
同
上
］

一
ド
ル
フ
ェ
イ
ン
［
同
上
］
同
同
ア
ァ
エ
ム
デ
ケ
ー
プ
［
同
上
］

但

、

同

一
エ
グ
モ
ン
ト
［
同
上
］
同
同
エ
フ
テ
フ
ェ
リ
ー
テ
ン
［
同
上
］

但

、

同

一
バ
ン
カ
［
同
上
］
同
同
ハ
ガ
ッ
ベ
ッ
キ
フ
ァ
ン
デ
ズ
ー
ス
［
同
上
］

但

、

同

一
パ
ン
ダ
［
同
上
］
同
同
ペ
ハ
ヌ
ー
ン
［
同
上
］

但

、

同

一
ア
ム
ボ
ン
［
同
上
］
同
同
エ
ム
カ
サ
ー
ル
［
同
上
］

但

、

同

一
サ
パ
ル
ァ
［
同
上
］
同
同
ア
ホ
ウ
ト
ル
ス
［
同
上
］

但

、

同

一
パ
タ
ン
グ
［
同
上
］
同
同
ハ
ァ
メ
イ
ル
エ
ル
［
同
上
］

但

、

同

一
ペ
イ
ラ
デ
ス
［
同
上
］
同
同
エ
ル
｝
一
コ
リ
ヲ
ン
［
同
上
］

但
、
ア
ド
フ
ィ
ス
バ
ル
ク
［
同
上
］

一
ア
ル
ガ
ー
［
同
上
］
同
同
イ
フ
ァ
ン
マ
ウ
リ
ッ
キ
［
同
上
］

但
、
ス
ク
ー
子
ル
［
同
上
］

一
カ
メ
レ
オ
ン
［
同
上
］
同
同
ア
エ
フ
シ
ー
デ
ン
ビ
ュ
ル
グ
［
同
上
］
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但

、

同

一
ア
リ
バ
ー
［
同
上
］
第
二
等
同
同
ハ
ァ
モ
ッ
ド
ル
マ
ン
［
同
上
］

但

、

同

一
ブ
ロ
モ
ー
［
同
上
］
船
将
カ
ピ
テ
イ
ン
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
テ
ル
ゼ
ー

［

官

名

］

イ

ウ

ェ

ス

ト

ル

［

同

上

］

但

、

蒸

気

船

一
ア
ル
ド
ュ
ー
ノ
ー
［
同
上
］
同
同
ブ
ー
ト
［
同
上
］

但

、

同

一
エ
ト
ナ
ー
［
同
上
］
第
一
等
同
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
テ
ル
ゼ
ー
［
官
名
］

ゲ

フ

ァ

ビ

ュ

ー

ス

［

同

上

］

但

、

同

一
フ
ェ
ム
フ
ィ
ユ
ー
ス
［
同
上
］
同
同
イ
デ
ハ
ー
ン
［
同
上
］

但

、

同

一
へ
カ
ラ
［
同
上
］
同
同
ペ
ァ
ハ
ヒ
ン
デ
ロ
ー
プ
ル
［
同
上
］

但

、

同

一
プ
ー
’
一
ツ
キ
ス
［
同
上
］
同
同
イ
ァ
ン
デ
レ
ー
デ
［
同
上
］

但

、

同

一
シ
ュ
リ
ナ
ー
メ
［
同
上
］
同
同
イ
エ
ル
フ
ァ
ン
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
テ

イ

ン

［

同

上

］

但

、

同

一
サ
マ
ラ
グ
［
同
上
］
同
同
イ
イ
ウ
ィ
グ
ゲ
ル
ス
［
同
上
］

但

、

同

41
一

一
ボ
ル
子
オ
［
同
上
］
同
同
エ
フ
イ
ゲ
フ
ァ
ン
ゴ
ル
キ
ュ
ム
［
同
上
］

但

、

同

一
オ
ン
ロ
イ
ト
［
同
上
］
第
二
等
同
同
テ
イ
ェ
ル
ウ
ヲ
ル
フ
ソ
ン

［

同

上

］

但

、

同

一
テ
ィ
パ
ナ
ス
［
同
上
］
第
一
等
同
同
セ
ェ
フ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ー
キ

［

同

上

］

但

、

同

一
バ
タ
ー
フ
ィ
ャ
［
同
上
］
同
同
イ
イ
フ
ァ
ン
デ
ル
モ
ー
レ
ン
［
同

上

］

但

、

同

一
デ
ル
ー
イ
第
二
等
同
同
ア
ェ
ル
ハ
ル
ム
［
同
上
］

但
、
十
四
番
カ
ン
’
－
－
ル
ボ
ー
ト
［
軍
船
の
一
種
］

一
ホ
ノ
リ
ュ
リ
ュ
ー
［
サ
ン
ト
ウ
イ
ス
ハ
島
の
内
］
よ
り
申
越
候
に
は
、

嘉
永
三
年
戌
三
月
十
一
日
、
ヘ
ン
レ
イ
ヶ
子
－
ラ
ン
ト
［
船
号
］
船
主
ケ

レ
ル
キ
、
北
緯
四
十
五
度
、
東
経
百
五
十
五
度
の
所
に
て
、
十
三
人
乗
日

本
船
見
請
候
、
右
船
は
江
戸
よ
り
キ
ュ
ノ
ー
［
何
方
の
事
を
差
候
哉
不
分

明
二
認
有
之
候
］
に
向
け
出
船
い
た
し
候
処
吹
流
さ
れ
、
六
百
六
日
の
間

槽
井
梶
と
も
風
波
に
て
吹
取
ら
れ
、
洋
中
に
漂
ひ
、
四
十
日
以
来
水
澗
に

相
成
、
唯
□
を
水
代
り
に
い
た
し
、
勿
論
魚
食
等
い
た
し
候
儀
無
之
候

＊
「
ホ
ノ
リ
ュ
リ
ュ
ー
」
、
都
府
ノ
名
ナ
リ
、
島
名
一
一
非
ス
、
司
天
澤

優

し

り
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＊
「
キ
ュ
ー
」
、
司
天
澤
二
、
紀
ノ
國
ト
疑
う
、
定
メ
テ
然
ラ
ン

＊
司
天
課
ハ
、
魚
ノ
残
餘
ヲ
食
フ
ト
云
、
此
讓
ハ
魚
食
等
セ
ス
ト
云
、

執

力

是

非

ナ

ラ

ン

２４

－
右
船
主
ケ
レ
ル
キ
は
、
日
本
船
乗
組
の
者
共
を
己
か
船
に
乗
セ
、
右
の
内

船
頭
外
に
弐
人
は
己
か
船
に
て
ホ
ノ
リ
ュ
リ
ュ
ー
［
地
名
］
に
送
行
、
外

弐
人
は
ハ
ル
リ
ン
ゴ
と
申
船
に
移
し
、
又
六
人
は
く
ト
ロ
ー
ウ
ヲ
ラ
ウ
ス

キ
ー
［
地
名
］
に
連
行
、
ロ
シ
ヤ
領
内
に
相
渡
置
候
、
又
弍
人
は
ニ
ム
ロ
ッ

ト
と
申
船
を
以
て
旅
客
の
取
扱
に
て
ホ
ノ
リ
ュ
リ
ュ
ー
［
地
名
］
に
着
い

た

し

候

３４
子
一
唐
國
に
於
て
騒
動
相
起
り
候
処
、
先
達
而
の
便
に
は
未
た
相
治
ら
さ
る
由

に

候

“

贋

西

ニ
ク
ワ
ン
グ
レ
ー
［
唐
國
郡
の
名
］
に
於
て
は
、
騒
動
相
起
り
居
候

４ ５

－
オ
ッ
プ
ル
コ
ミ
サ
ー
リ
ス
［
官
名
］
シ
ン
チ
ュ
ー
シ
［
人
名
］
、
右
取
鎮

め
の
た
め
、
其
場
所
江
赴
候
道
中
に
て
死
去
い
た
し
候

４６

－
右
跡
職
に
リ
シ
ン
グ
ギ
リ
ー
ン
［
人
名
］
相
成
申
候

４ ７

－
同
人
、
穏
に
相
治
候
た
め
出
精
い
た
し
候
得
共
、
其
功
無
之
、
ケ
イ
ス
ル

レ
イ
キ
コ
ミ
サ
ー
リ
ス
［
官
名
］
は
、
甚
奇
性
に
存
申
候

４ ８

二
撲
共
廣
東
街
中
よ
り
六
十
里
程
近
く
参
り
、
廣
東
の
勢
を
数
度
追
散
し

申

候

４ ９

－
先
頃
の
風
説
に
て
は
、
此
騒
動
未
た
相
止
不
申
候

０５

海

南

ナ
ー
此
騒
動
と
一
時
に
、
昨
年
の
末
盗
賊
一
萬
人
ハ
イ
ナ
ン
島
に
集
ま
り
申
候

＊
海
南
ヲ
和
蘭
人
呼
テ
「
ハ
イ
ナ
ン
」
ト
云
、
司
天
讓
瓊
州
ト
課
ス
、

亦

可

ナ

リ

、

海

南

即

チ

瓊

州

ナ

リ

５

－
此
賊
共
を
追
討
の
た
め
出
勢
い
た
し
候
得
共
、
其
儀
難
相
成
候
、
其
内
少

吐

嵩

病

は
コ
レ
ラ
［
疾
病
の
名
］
に
て
死
亡
い
た
し
候

５ ２
ラ
ー
外
國
人
の
た
め
廣
東
の
港
を
開
き
候
儀
い
ま
た
出
来
不
申
候
、
右
は
去
年

別
段
風
説
書
に
記
載
有
之
候
エ
ゲ
レ
ス
國
の
執
政
井
ホ
ン
コ
ン
島
の
奉
行

ボ
ン
ハ
ム
［
人
名
］
の
存
立
候
事
も
右
同
様
に
有
之
候
噂
に
候

＊
「
ボ
ン
ハ
ム
」
云
々
ノ
語
意
、
両
澤
小
異
同
ア
リ

５ ３

耆

英

一
ス
タ
ー
ッ
ミ
ニ
ス
ト
ル
［
官
名
］
ケ
イ
イ
ン
グ
［
人
名
］
井
エ
ー
ル
ス
テ

イ
ン
カ
ビ
子
ツ
ッ
ミ
ニ
ス
ト
ル
［
官
名
］
ミ
ュ
ー
カ
ン
グ
シ
ァ
ー
［
人
名
］

の
不
幸
は
、
如
此
手
段
不
整
口
表
と
相
見
へ
申
候

４５

－
同
人
杯
の
廉
直
な
る
取
斗
を
諸
人
殊
の
外
頼
と
い
た
し
居
候

５ ５

－
ミ
ュ
ー
カ
ン
グ
シ
ァ
ー
［
人
名
］
は
國
帝
に
對
し
烈
斗
を
企
候
儀
露
顕
い

た

し

候

＊
尤
罪
露
見
シ
テ
罰
ヲ
受
ル
、
當
然
ノ
ー
ナ
リ
、
司
天
讓
卜
異
ナ
ル
ニ

似

タ

リ

６５

一
此
以
前
、
三
箇
の
支
配
取
扱
中
に
騒
動
有
之
候
事
に
免
し
、
唯
其
官
位
を

取
故
し
、
其
國
に
仕
へ
候
儀
不
佳
な
り
と
の
始
末
に
相
成
申
候

５ ７

－
ケ
イ
イ
ン
グ
［
人
名
］
儀
も
、
以
前
ケ
イ
ズ
ル
レ
イ
キ
コ
ミ
サ
ー
リ
ス

［
官
名
］
相
勤
候
節
取
扱
候
事
の
内
、
六
ヶ
敷
箇
条
等
有
之
、
右
に
付
唐

國
徒
に
て
手
軽
く
戒
ら
れ
申
候

８５

一
同
人
儀
席
五
等
を
引
下
け
ら
れ
、
六
コ
レ
ー
ヂ
ー
［
会
館
の
名
］
の
一
ヶ

所
、
エ
イ
子
ン
ワ
イ
ロ
ン
グ
［
地
名
］
ア
シ
ス
テ
ン
ト
セ
キ
レ
タ
ー
リ
ス
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［

官

名

］

相

勤

罷

在

候

＊
此
澤
云
う
、
席
五
等
ヲ
下
ケ
ラ
ル
、
司
天
澤
云
う
、
爵
五
等
一
二
洛
サ

ル

、

執

力

誤

謬

ナ

ラ

ン

＊

エ

イ

子

ン

ワ

イ

ロ

ン

グ

未

詳

虞

Ｊ

（

ｕ

）

ム
ー
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
國
の
使
者
テ
テ
ュ
シ
ャ
ン
キ
ュ
タ
ス
ト
と
申
も
の
非
道
に

殺

さ

れ

申

候

６０

－
其
地
在
住
の
エ
ゲ
レ
ス
國
コ
ン
シ
ュ
ル
［
官
名
］
シ
ナ
ラ
イ
ル
と
申
者
の

執
政
に
て
、
右
殺
害
人
罪
す
る
に
不
及
様
相
成
申
候

６

－
唐
國
摂
政
殺
害
い
た
し
候
者
共
の
内
五
人
召
捕
、
直
様
死
罪
に
行
ひ
、
右

に

樵

り

候

者

共

の

住

家

を

焼

佛

ひ

候

２６

－
近
頃
の
噂
に
て
は
右
一
条
に
付
二
十
八
人
死
罪
行
ハ
れ
候
由
に
有
之
候

６ ３
ウ
ー
去
年
五
月
頃
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
國
の
奉
行
ベ
ト
ロ
ー
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ィ
リ
ノ
ー

砥

港

知

木

ダ
キ
ュ
ン
ハ
ー
［
人
名
］
、
マ
カ
オ
［
地
名
］
・
テ
ィ
モ
ル
［
同
上
］
井

蘇

神

ソ
ー
ロ
ー
［
同
上
］
治
め
の
た
め
マ
カ
ヲ
に
到
着
い
た
し
候

＊
砺
港
、
廣
東
ニ
ァ
リ
、
知
木
・
蘇
律
ハ
共
二
印
度
海
「
モ
リ
ュ
ク
諸

島

ノ

ー

ナ

リ

４６

－
右
奉
行
直
様
土
地
の
政
事
を
セ
ナ
ー
ト
［
官
名
］
よ
り
引
請
候
処
、
間
も

な
く
コ
レ
ラ
［
疾
病
の
名
］
を
煩
ひ
、
去
年
五
月
廿
七
日
死
亡
い
た
し
候

６ ５

ヰ
ー
殺
害
の
一
条
に
付
、
唐
國
政
家
と
の
駆
引
、
嘉
永
二
酉
年
の
奉
行
ヨ
ァ
マ

リ
ャ
ー
ト
ロ
リ
ュ
ラ
ー
ド
ア
マ
ラ
ル
［
人
名
］
の
取
扱
に
有
之
候
処
、
右

奉
行
に
交
代
の
者
病
死
い
た
し
候
に
付
、
跡
役
セ
ン
ノ
ル
フ
ラ
ン
子
イ
ス

ス
コ
ー
ア
ン
ト
’
一
オ
ゴ
ン
ラ
ル
ー
ス
コ
ル
ト
サ
ー
［
人
名
］
到
着
迄
其
儘

に

相

成

候

＊
殺
害
一
条
ト
ハ
、
嘉
永
二
年
酉
七
月
五
日
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
」
砺
港
奉

行

ヲ

支

那

人

殺

シ

タ

ル

ヲ

云

６６

－
右
跡
役
は
、
先
頃
陸
路
に
て
唐
國
ホ
ン
コ
ン
嶋
に
着
し
、
其
地
よ
り
フ
レ

ガ
ッ
ト
船
ド
ン
ョ
オ
ス
［
船
号
］
に
乗
、
マ
カ
オ
に
赴
き
候

６ ７

－
噂
に
は
、
唐
國
政
家
と
の
争
論
種
に
可
相
成
由
に
有
之
候
ノ

６８

－
シ
ル
ャ
ー
メ
ス
ブ
ロ
ー
ケ
［
人
名
］
、
暹
羅
國
を
訪
ひ
候
、
右
は
エ
ゲ
レ

ス
國
政
家
の
意
に
依
て
、
暹
羅
國
与
通
商
の
約
を
結
ひ
候
た
め
に
有
之

候

得

と

も

、

其

儀

相

整

不

申

候

６ ９
オ
ー
ァ
メ
リ
カ
州
使
節
バ
レ
ー
ス
テ
ィ
ー
ル
［
人
名
］
も
右
同
様
の
所
存
に
て

暹
羅
國
に
到
候
へ
と
も
、
事
不
遂
、
引
取
申
候

０７

－
右
バ
レ
ー
ス
テ
ィ
ー
ル
［
人
名
］
は
、
當
時
オ
ー
ス
ト
ル
セ
ア
ル
シ
ッ
プ

鳩
に
赴
候
、
是
も
同
様
、
北
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
政
家
の
意
に
依
て
、
通
商

の

望

に

有

之

候

＊
「
オ
ー
ス
ト
ル
セ
ァ
ル
シ
ッ
プ
ル
島
、
司
天
澤
東
方
ノ
諸
島
ト
ス

７

－
右
合
衆
國
の
司
死
去
に
付
バ
レ
ー
ス
テ
ィ
ー
ル
［
人
名
］
其
取
極
を
暫
く

延

し

候

２７
ク
ー
ビ
ル
マ
ン
セ
レ
イ
キ
［
地
名
］
の
都
府
バ
ゴ
ー
ン
、
厳
敷
火
災
に
て
全
く

焼
失
い
た
し
、
右
損
亡
莫
大
に
有
之
候

＊
「
ビ
ル
マ
ン
」
國
暹
羅
ノ
西
北
ニ
在
り

３７

－
右
一
条
は
全
く
等
閑
故
の
儀
に
有
之
候

４７
ヤ
ー
エ
ゲ
レ
ス
國
所
領
印
度
地
、
都
て
静
謡
に
有
之
候
、
尤
プ
ー
ン
ャ
ッ
プ

－40－



［
地
名
］
は
、
一
端
エ
ゲ
レ
ス
國
に
背
き
候
へ
と
も
、
エ
ゲ
レ
ス
國
軍
勢

の
た
め
に
エ
ゲ
レ
ス
國
所
領
と
相
成
候
、
且
噂
に
は
其
地
も
静
譜
の
由
に

有

之

候

＊
「
プ
ー
ン
ャ
ッ
プ
」
又
ハ
「
ペ
ン
シ
ャ
ブ
」
卜
云
、
司
天
澤
「
ピ
ュ

ン
チ
ャ
ボ
」
卜
云
、
皆
一
ナ
リ
、
此
地
前
年
英
吉
利
二
背
キ
、
猛
戦

セ

シ

カ

、

遂

一

一

七

ヒ

タ

リ

５７マ
ー
エ
ゲ
レ
ス
國
所
領
東
印
度
の
軍
司
シ
ル
ガ
ル
レ
ス
ナ
ビ
ー
ル
［
人
名
］
、

其
職
を
廃
し
、
當
年
の
始
、
エ
ゲ
レ
ス
國
に
罷
帰
候

６７

－
右
政
職
に
シ
ル
ウ
ィ
ル
ャ
ム
マ
イ
ナ
ル
ゴ
ー
メ
ン
［
人
名
］
被
任
候

７ ７
ケ
一
セ
イ
ロ
ン
島
の
奉
行
と
し
て
シ
ル
ゲ
オ
ル
ゲ
ァ
ン
デ
ル
ソ
ン
［
人
名
］
其

地
に
到
着
い
た
し
候
、
同
人
は
以
前
マ
ゥ
リ
テ
ィ
ュ
ス
島
の
奉
行
に
有
之

候

＊
「
マ
ウ
リ
テ
ィ
ュ
ス
」
所
在
司
天
諄
詳
ナ
リ

８７

－
マ
ウ
リ
テ
ィ
ュ
ス
島
の
住
民
シ
ル
ゲ
ァ
ン
デ
ル
ソ
ン
［
人
名
］
を
大
に
尊

重
い
た
し
、
同
人
の
別
れ
を
甚
惜
ミ
候

９７

一
フ
ラ
ン
ス
國
所
領
東
印
度
奉
行
ラ
ラ
ン
デ
デ
カ
ラ
ン
ス
［
人
名
］
政
職
と

し
て
、
フ
ィ
ル
レ
ッ
ペ
ア
ス
ミ
ル
レ
ベ
デ
ィ
ー
［
人
名
］
、
ポ
ン
テ
ィ
セ

レ

イ

［

地

名

］

に

到

着

い

た

し

候

＊

政

ハ

跡

ノ

誤

ナ

ラ

ン

８０コ
一
ア
フ
リ
カ
州
の
南
方
に
有
之
エ
ゲ
レ
ス
所
領
の
希
望
峰
に
於
て
、
カ
ッ
プ

ル
［
居
民
の
名
］
一
撲
起
し
候
に
付
、
エ
ゲ
レ
ス
國
軍
勢
毎
度
追
退
候
得

と
も
、
兎
角
に
敵
対
候
存
念
を
生
し
候
、
就
て
は
右
カ
ッ
プ
ル
［
前
に
出

つ
］
を
全
く
取
鎮
候
た
め
、
エ
ゲ
レ
ス
國
軍
勢
到
着
い
た
し
候
を
相
待
居
候

＊
喜
望
峰
東
北
沿
海
ノ
地
総
テ
「
カ
ッ
フ
ル
ラ
ン
ド
」
卜
云
、
其
土
ノ

野

人

ヲ

指

テ

「

カ

ッ

プ

ル

」

卜

云

モ

其

義

ノ

ミ

８エ
ー
フ
ラ
ン
ス
國
の
先
王
ロ
ー
イ
ス
フ
ィ
リ
ッ
ペ
フ
ァ
ン
オ
レ
ァ
ン
ス
、
去
年

七
月
十
九
日
、
エ
ゲ
レ
ス
國
中
ク
ラ
レ
モ
ン
ト
［
地
名
］
に
お
ゐ
て
死
去

い

た

し

候

＊
「
ク
ラ
レ
モ
ノ
ト
」
、
佛
郎
西
國
中
把
里
斯
ノ
南
方
一
一
ア
ル
ー
府
ナ

ル
｜
一
似
タ
リ
、
サ
レ
ト
モ
、
両
澤
ト
モ
ニ
英
國
中
ト
ス
レ
ハ
、
蓋
シ

英

二

同

名

ノ

地

ア

ル

カ

２８

－
嘉
永
元
年
申
年
、
フ
ラ
ン
ス
國
騒
動
の
後
、
右
先
王
井
其
一
族
タ
ラ
レ
モ

ン
ト
［
前
に
出
つ
］
に
罷
衣
峡

８ ３

一
フ
ラ
ン
ス
國
の
司
プ
リ
ン
ス
衝
心
名
］
ロ
ー
デ
ウ
ェ
イ
キ
ナ
ポ
レ
オ
ン

［
人
名
］
、
右
先
王
を
顕
し
、
パ
レ
イ
ス
［
フ
ラ
ン
ス
井
國
都
府
］
國
中

所
々
に
於
て
昂
の
礼
式
を
取
行
ひ
候
、
當
時
フ
ラ
ン
ス
國
も
先
つ
静
證
に

有
之
、
但
、
國
民
所
持
の
品
物
分
配
の
事
に
付
、
國
中
不
折
合
に
有
之
候

得
と
も
、
追
々
治
り
候
様
相
成
候
、
國
民
多
分
は
右
分
配
の
事
を
不
佳
と

思

居

申

候

４８
ア
ー
當
時
エ
ゲ
レ
ス
國
都
府
に
世
界
諸
邦
出
産
の
所
物
を
見
物
い
た
し
候
為
の

場

所

を

設

け

有

之

候

８ ５

一
此
場
所
に
建
有
之
候
家
は
、
全
く
硝
子
井
鉄
栫
に
て
、
長
サ
、
千
八
百
四

十
ブ
ー
ト
［
一
ブ
ー
ト
は
曲
尺
一
尺
二
歩
程
度
］
、
幅
、
四
百
八
ブ
ー
ト

の
ド
ワ
ル
ス
シ
キ
ッ
プ
は
、
家
の
一
方
に
九
百
四
十
八
ブ
ー
ト
、
又
一
方
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は

、

九

百

ブ

ー

ト

出

張

居

候

８ ６

－
床
井
貨
物
出
し
入
れ
用
の
道
具
は
、
木
栫
に
候
得
と
も
、
屋
根
井
カ
レ
レ

イ
ェ
ン
［
店
先
の
事
を
い
ふ
歎
不
詳
］
の
裏
木
は
、
弓
形
の
鋳
鉄
に
し
て
、

其

数

二

千

二

百

四

十

四

有

之

候

＊

「

カ

レ

イ

ェ

ン

」

、

司

天

澤

屋

宇

廊

盾

ト

ス

８ ７

－
硝
子
の
総
外
面
を
算
當
い
た
し
候
ヘ
ハ
、
九
十
万
ブ
ー
ト
四
角
に
て
、
其

重
サ
四
百
ト
ン
［
一
ト
ン
は
千
六
百
斤
程
］
有
之
候
、
樋
の
長
サ
は
、
エ

ゲ
レ
ス
の
三
十
四
里
［
エ
ゲ
レ
ス
の
一
里
は
百
十
三
間
半
程
］
有
之
候

８８

一
家
の
総
外
面
は
、
凡
十
八
ア
ー
レ
ス
不
詳
有
之
候

８ ９

－
カ
レ
レ
イ
ェ
ン
、
幅
、
二
十
四
ブ
ー
ト
、
長
サ
、
エ
ゲ
レ
ス
の
一
里
、
表

入

口

幅

、

七

十

ニ

フ

ー

ト

有

之

９０

－
此
大
仕
掛
の
設
け
有
之
、
又
其
場
所
々
々
に
國
産
の
諸
物
を
送
り
、
諸
人
、

見
物
の
た
め
飾
付
有
之
候
、
且
唐
國
商
人
両
三
輩
、
右
國
々
の
産
物
を
見

セ
物
に
い
た
し
候
た
め
エ
ゲ
レ
ス
國
に
参
り
、
其
船
を
も
二
三
艘
見
セ
物

に

い

た

し

候

９
サ
ー
去
年
別
段
風
説
に
て
申
上
候
通
、
エ
ゲ
レ
ス
領
印
度
井
ビ
ン
ノ
ン
グ
ハ
ム

［
地
名
］
の
商
人
共
よ
り
エ
ゲ
レ
ス
役
所
江
差
出
候
書
面
の
儀
に
付
て
は
、

其
後
何
た
る
儀
も
無
之
候

９ ２
キ
ー
ド
イ
ッ
國
に
お
ゐ
ひ
て
兎
角
不
穏
儀
に
候

９ ３

－
右
ド
イ
ツ
國
の
諸
邦
を
唯
一
手
の
支
配
に
い
た
し
度
趣
に
候
へ
と
も
、

空

敷

事

に

成

行

候

９４

－
此
國
々
の
支
配
の
事
は
不
軽
事
に
し
て
度
々
騒
動
に
可
相
成
様
有
之
候

９ ５ユ
ー
プ
ロ
イ
ス
國
と
オ
ー
ス
テ
ン
レ
イ
キ
國
と
の
接
戦
の
催
し
有
之
候

９６

－
両
國
と
も
次
第
に
相
募
ハ
一
大
事
の
場
に
相
成
、
昨
年
の
末
両
國
互
い
に

大
軍
を
発
し
接
戦
に
及
へ
き
趣
に
候

９ ７

－
叩
の
争
は
有
之
候
へ
と
も
合
戦
と
申
儀
に
は
無
之
、
昨
戌
年
十
月
廿
六
日

に
、
互
オ
ー
ス
テ
ン
レ
イ
キ
國
と
プ
ロ
イ
ス
國
和
熟
に
相
成
申
候
、
右
斗

都
合
能
相
整
候
は
全
く
ド
イ
ツ
國
政
令
に
依
て
の
儀
に
有
之
候
、
ド
イ
ツ

國
の
領
地
支
配
の
事
に
付
デ
レ
ス
イ
デ
ン
［
地
名
］
に
使
者
を
遣
し
オ
ー

ス
テ
ン
レ
イ
キ
國
・
プ
ロ
イ
ス
國
の
目
代
の
者
と
相
談
為
致
候
、
依
之
ド

イ
ツ
國
領
一
般
に
相
治
候
様
相
談
□
□
□
口
有
之
候

９８

一
其
模
様
は
い
ま
た
相
分
不
申
候

９ ９

－
プ
ロ
イ
ス
國
の
都
府
ベ
ル
レ
イ
ン
［
地
名
］
に
於
て
、
一
箇
の
狂
人
有
之
、

短
筒
を
以
て
國
王
に
打
掛
候
処
、
唯
腕
に
中
り
候
、
依
之
國
中
諸
方
よ
り

上
書
い
た
し
、
國
王
の
活
命
を
祝
し
申
候

Ⅱ
ミ
ー
デ
子
マ
ル
カ
國
と
プ
ロ
イ
ス
國
と
の
一
件
は
平
和
に
相
成
申
候

一
昨
年
別
段
風
に
申
上
候
通
、
右
両
國
諸
侯
領
の
ス
レ
ー
ス
ウ
ェ
イ
キ
［
國

名
］
・
ホ
ル
ス
テ
イ
ン
［
同
上
］
の
儀
に
付
血
戦
に
相
成
申
候
、
右
争
は

デ
レ
ス
テ
ン
［
地
名
］
に
於
て
和
睦
可
致
趣
に
候

似
シ
ー
サ
ル
デ
ィ
’
－
－
［
地
名
］
と
オ
ー
ス
テ
ン
レ
イ
キ
國
と
の
戦
争
、
嘉
永
二

酉
年
正
月
十
四
日
和
談
の
後
は
弥
穏
に
有
之
候

脱

一
右
に
付
オ
ー
ス
テ
ン
レ
イ
キ
國
の
権
勢
イ
タ
リ
ヤ
國
の
北
方
に
於
て
も
不

相

衰

、

前

に

復

し

申

候

Ⅱ
ヱ
ー
サ
ル
デ
ィ
’
－
１
［
地
名
］
と
ロ
ー
マ
國
の
パ
ウ
ス
［
官
名
］
と
の
取
合
有
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之
候
処
、
い
ま
た
相
治
不
申
候

鴨
ヒ
ー
ト
ス
カ
ー
子
［
地
名
］
の
ヘ
ル
ト
グ
［
官
名
］
、
一
応
居
民
に
政
令
を
下

し
候
事
有
之
候
得
と
も
、
昨
戌
年
右
政
令
を
差
止
候

＊
「
ト
ス
カ
ー
子
」
、
國
名
ト
注
ス
ヘ
シ
、
「
ヘ
ル
ト
グ
」
、
諸
侯
ノ

爵

名

ナ

リ

、

尋

常

官

名

二

非

ス

冊

一
イ
タ
リ
ヤ
國
の
居
民
打
続
き
騒
動
を
発
し
候
に
付
、
右
へ
ル
ト
グ
［
官
名
］

、
其
地
の
政
治
を
全
く
司
り
候
様
相
成
申
候

〃
モ
ー
去
年
別
段
風
説
に
記
載
有
之
候
エ
ゲ
レ
ス
國
と
ギ
リ
シ
ャ
國
と
の
引
合
穏

に

相

成

申

候

腿
セ
ー
ロ
シ
ャ
國
帝
國
中
東
境
に
有
之
候
カ
ウ
カ
シ
ー
ス
山
の
住
民
に
対
し
軍
を

発
し
、
所
々
を
取
り
所
領
に
致
し
候
、
且
噂
に
は
ロ
シ
ヤ
國
帝
、
右
住
民

に
政
令
を
守
ら
せ
度
所
存
に
有
之
由
に
候

＊
「
カ
ウ
カ
シ
ー
ス
」
山
ハ
「
オ
ロ
シ
ャ
］
・
「
ペ
ル
シ
ャ
」
両
國
接

界
ノ
地
ナ
リ
、
住
民
ハ
鍵
靱
種
ナ
リ
ス
ー
ト
ル
コ
國
シ
ュ
ル
タ
ン

［
官
名
］
の
所
領
ア
ジ
ヤ
州
大
地
の
所
々
井
其
近
隣
の
島
々
に
於
て

騒

動

起

候

得

共

、

静

り

申

候

＊
「
シ
ュ
ル
タ
ン
」
ハ
帝
卜
云
如
シ
、
尋
常
官
名
二
非
ス

川

腕

日

多

一

日

王

い
一
エ
ヶ
イ
プ
テ
國
の
噂
に
、
オ
ン
ド
ル
コ
ー
ニ
ン
グ
［
官
名
〕
ア
バ
ス
パ
カ
ー

［
人
名
］
、
自
己
の
意
を
立
て
、
漸
々
ト
ル
コ
國
の
権
威
に
背
候
様
相
成

候一
右
ア
ッ
バ
ス
パ
カ
ー
［
人
名
］
、
数
多
の
軍
勢
を
フ
ラ
ン
ス
國
の
兵
士
に

付
け
、
欧
羅
巴
の
流
儀
を
教
へ
申
候

和

相

起

申

候

一
右
シ
ュ
ル
タ
ン
［
官
名
］
よ
り
ア
ッ
バ
ス
パ
カ
ー
［
人
名
］
に
其
軍
勢
を

二
万
人
に
減
し
、
海
軍
を
ト
ル
コ
國
の
為
に
備
置
候
様
命
し
候
処
、
ア
ッ

バ
ス
パ
カ
ー
［
人
名
］
返
答
に
は
、
陸
軍
四
万
人
、
海
軍
一
万
五
千
人
備

置
き
、
ト
ル
コ
國
よ
り
軍
を
発
し
候
節
、
防
禦
の
手
當
行
届
候
様
國
中
兼

而
命
令
を
下
し
置
候
と
の
儀
に
有
之
候

一
右
一
条
よ
り
急
度
騒
乱
相
起
る
へ
き
と
の
由
に
有
之
候

一
右
國
中
騒
動
に
て
住
民
大
に
困
窮
い
た
し
候

ろ
一
カ
リ
フ
ヲ
ル
’
－
－
［
地
名
］
の
黄
金
を
求
め
候
た
め
、
諸
方
住
民
数
千
人

打
続
き
、
其
地
に
赴
申
候

一
當
時
此
地
に
は
追
々
諸
方
よ
り
人
集
り
、
人
民
移
相
成
、
右
諸
方
よ
り
参

候
者
共
何
方
よ
り
歎
渡
世
と
相
成
候
事
を
相
求
め
す
候
て
は
不
相
叶
様
相

成

候＊

両

詳

小

異

ア

リ

は
一
昨
年
の
末
カ
リ
フ
ヲ
ル
’
－
－
［
地
名
］
は
北
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
一
派
に
加

へ
ら
れ
、
合
衆
國
第
三
十
一
番
の
地
に
相
成
候
、
其
節
カ
リ
フ
ヲ
ル
’
－
－

［
地
名
］
に
於
て
広
大
の
田
畑
を
開
き
、
國
民
渡
世
不
相
叶
者
の
弁
用
と

い

た

し

候

に
一
唐
國
帝
、
臣
下
に
禁
制
い
た
し
候
に
は
、
カ
リ
フ
ヲ
ル
’
－
－
［
地
名
］
に

住

居

不

相

成

事

に

候

ほ
一
此
以
前
の
風
説
に
は
、
パ
ナ
マ
［
地
名
］
の
峡
に
轍
路
漕
路
を
設
け
度
所

一
右
に
付
、
ア
ッ
バ
ス
パ
カ
ー
［
人
名
］
と
シ
ュ
ル
タ
ン
［
官
名
］
と
の
不
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存

の

由

に

候

一
其
以
来
、
北
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
と
メ
キ
シ
コ
［
地
名
］
と
の
取
極
い
た
し

候
に
は
、
ア
ト
ラ
ン
ッ
セ
海
と
南
太
平
海
と
の
通
路
便
利
の
た
め
、
テ
ヒ
ュ

ア
イ
ン
パ
イ
ン
［
ハ
ナ
マ
の
一
名
歎
］
の
峡
に
轍
路
を
設
け
候
由
に
候
、

又
右
同
様
の
趣
意
に
て
、
合
衆
國
に
エ
ゲ
レ
ス
國
と
判
談
い
た
し
候

〃

一
右
の
序
、
無
住
の
土
地
江
人
民
を
植
付
候
ヶ
条
も
申
極
候

泌へ
一
此
以
前
の
風
説
に
は
、
北
ア
メ
リ
カ
人
日
本
通
商
の
儀
有
之
候
処
、
其
後
、

右
の
儀
に
付
而
何
た
る
沙
汰
も
無
之
候

別

と
一
北
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
プ
レ
シ
デ
ン
ト
［
合
衆
國
の
司
］
タ
イ
ロ
ル
［
人

名
］
は
死
去
い
た
し
候
、
其
跡
職
は
フ
ィ
セ
プ
レ
シ
デ
ン
ト
［
爵
名
］
メ

ル
ラ
ン
ト
ヒ
ル
モ
レ
［
人
名
］
に
有
之
候

閲

一
右
跡
職
の
者
は
合
衆
國
開
祖
ワ
ス
ヒ
ン
グ
ト
ン
［
人
名
］
よ
り
第
三
十
一

世
の
フ
レ
シ
デ
ン
ト
［
合
衆
國
の
司
］
に
有
之
候

鮒

一
右
ワ
ス
ヒ
ン
グ
ト
ン
［
人
名
］
の
像
は
國
中
の
入
用
を
以
て
建
立
有
之
候

右
之
通
御
座
候

か

ひ

た

ん

ふ

れ

で

れ

つ

き

こ

る

ね

へ

り

す
る

ふ

せ

右
之
趣
横
文
字
書
付
を
以
申
出
候
に
付
和
解
差
上
申
候
以
上

亥

七

月

西

吉

兵

衛

品

川

藤

兵

衛

別

段

風

説

書

一
當
年
第
八
月
二
十
五
日
［
我
嘉
永
辛
亥
七
月
廿
九
日
］
、
和
蘭
國
王
の
妃
一

男
子
を
産
申
候
、
國
王
の
一
族
は
勿
論
、
國
民
一
統
歓
喜
仕
候
、
其
王
子
を

「
ヰ
ル
レ
ム
、
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
、
カ
ー
レ
ル
、
ヘ
ン
デ
リ
ッ
キ
、
フ
レ
デ

リ
ッ
キ
、
」
と
名
つ
け
申
候

２

－
去
年
の
別
段
風
説
書
二
申
上
候
通
、
和
蘭
國
の
公
主
「
ロ
ヰ
セ
」
［
女
名
］

雪
際
亜
國
の
太
子
に
婚
姻
取
組
申
候
虎
、
當
年
第
十
月
三
十
一
日
［
我
嘉
永

四
年
十
月
七
日
］
、
一
女
子
を
産
申
候

３

一
和
蘭
國
中
當
年
も
平
穏
二
有
之
、
近
隣
諸
國
と
口
睦
和
平
致
し
國
民
の
口
業

井
交
易
迄
益
□
□

４

一
千
八
百
五
十
一
年
第
七
月
二
日
［
我
嘉
永
四
年
六
月
四
日
］
和
蘭
國
□
口
評

決
に
て
「
ス
コ
ウ
ト
、
ベ
イ
、
ナ
ク
ト
、
」
［
官
名
］
エ
、
グ
、
ハ
ン
、
デ
ン
、

プ
ラ
ー
ト
」
［
人
名
］
を
□
の
水
軍
提
督
「
エ
、
ベ
、
ハ
ン
、
デ
ン
、
ボ
ス
」

［
人
名
］
の
跡
役
に
命
し
、
東
印
度
に
罷
在
候
和
蘭
海
軍
の
指
揮
官
と
し
て

海
軍
の
監
察
を
兼
し
め
、
已
に
印
度
に
到
着
仕
候

５

一
和
蘭
陀
國
王
「
プ
、
メ
イ
エ
ル
、
」
［
人
名
］
・
「
セ
、
ヒ
ッ
セ
ル
」
［
人
名
］

の
両
人
、
「
コ
ル
子
シ
シ
、
デ
、
ゴ
ロ
ー
ト
」
［
人
名
］
・
「
ヂ
ュ
、
ポ
イ
」

（
表
紙
）

「
百
十
五
奴

嘉

永

五

年

壬

子

別

段

風

説

書

司
天
臺
讓
」
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相

静

可

申

候

９

－
當
年
も
東
印
度
に
備
へ
し
和
蘭
の
海
軍
を
海
賊
征
討
の
た
め
に
盧
々
に
差
出

シ

ャ

ハ

し
申
候
、
其
内
爪
畦
東
方
の
諸
島
に
差
出
し
た
る
蒸
気
船
「
へ
ク
ラ
」
［
船

名
］
及
サ
マ
ラ
ン
グ
」
［
船
名
］
に
て
、
名
高
き
海
賊
の
酋
長
一
人
を
生
捕

り
、
大
小
の
賊
船
を
移
し
く
打
破
り
申
候
、
其
海
辺
穏
に
相
成
申
候

０

イ

ス

パ

ニ

ア

ソ

ー

ロ

ー

一
昨
年
申
上
候
通
、
印
度
中
以
西
把
尼
亜
の
小
王
蘓
洛
［
島
名
］
の
海
賊
を
征

す
る
た
め
、
軍
船
を
差
出
し
候
虚
、
當
時
ハ
其
島
主
以
西
把
尼
亜
の
威
勢
に

［
人
名
］
両
人
の
跡
役
と
し
て
、
和
蘭
領
印
度
の
参
政
に
命
し
申
候
、
右

「
コ
ル
子
シ
シ
、
デ
、
ゴ
ロ
ー
ト
」
［
人
名
］
井
二
「
ヂ
ュ
、
ポ
イ
」
［
人
名
］

は
、
願
の
通
り
其
役
を
免
さ
れ
、
厚
く
賞
セ
ら
れ
申
候

６

－
第
九
月
二
十
七
日
［
我
九
月
三
日
］
、
原
任
の
総
督
「
イ
、
イ
、
ロ
キ
ュ
ス

セ
ン
」
［
人
名
］
、
和
蘭
王
の
軍
用
蒸
気
舶
「
ア
ル
ヂ
ウ
ノ
」
［
船
号
］
に
て
、

「
カ
ル
キ
ュ
ッ
タ
」
［
東
印
度
英
吉
利
所
領
の
地
名
］
の
方
に
渡
海
致
し
、
同

虚
及
他
盧
々
に
て
、
英
吉
利
高
官
等
よ
り
厚
く
饗
應
を
受
申
候

右
「
ロ
キ
ュ
ス
セ
ン
」
［
人
名
］
は
、
陸
路
に
て
帰
り
申
べ
き
所
存
の
由
に

御

座

候

７

シ

ュ

モ

タ

ラ

ー
蘓
門
答
刺
の
内
、
「
パ
レ
ム
バ
ン
グ
」
［
地
名
］
に
於
て
、
其
土
地
権
勢
あ
る

輩
、
土
民
を
勧
奨
し
て
騒
動
を
起
さ
セ
申
候
、
然
れ
と
も
、
和
蘭
の
軍
隊
速

か
に
其
酋
長
を
屯
所
よ
り
追
散
し
け
れ
ば
、
定
め
て
遠
か
ら
す
静
證
に
相
成

申
へ
く
と
被
察
申
候

８

－
右
騒
動
と
同
時
に
、
又
近
俟
な
る
「
ラ
ン
ホ
ン
ク
」
［
人
名
］
□
□
口
於
て

一
摸
の
企
を
成
し
候
得
と
も
、
其
地
に
一
隊
の
軍
兵
を
差
向
候
へ
ば
、
早
速

服
従
し
、
其
領
地
皆
以
西
把
尼
亜
領
と
相
成
申
候

一
蘓
門
答
刺
島
の
西
北
岸
「
ア
チ
ー
シ
」
［
地
名
］
の
酋
長
の
領
内
に
て
、

シ

シ

リ

ア

斎
西
里
亜
船
の
乗
組
の
者
、
其
土
人
に
荷
物
を
奪
ひ
取
ら
れ
、
其
上
過
酷
の

取
扱
に
遇
申
候

フ

ラ

ン

ス

右
に
就
き
二
艘
の
佛
郎
察
軍
船
を
同
虎
に
遣
ハ
し
、
「
ア
ー
チ
ン
」
［
地
名
］

の
酋
長
よ
り
、
右
暴
行
の
償
を
致
さ
せ
、
事
相
停
申
候

２

一
支
那
に
於
て
騒
乱
起
り
申
候
、
其
魁
長
ハ
鍵
靱
よ
り
追
放
さ
れ
た
る
一
族
の

後
商
「
チ
ー
ン
テ
」
［
人
名
］
と
申
者
に
て
□
□
「
□
ロ
ン
シ
」
［
廣
西
な
る

へ
し
］
に
て
、
多
く
の
堂
類
を
集
め
、
震
官
軍
を
打
破
り
し
後
、
大
軍
を
率

い
て
廣
東
に
迫
り
申
候

３

－
第
十
二
月
［
嘉
永
四
年
十
一
月
九
日
よ
り
十
二
月
九
日
に
至
る
］
、
以
西
把

尼
亜
の
女
王
を
殺
害
致
さ
ん
と
企
候
者
有
之
、
右
女
王
重
き
儀
式
二
付
、
群

キ

ン

シ

ュ

臣
の
前
に
出
座
致
し
候
節
、
一
人
の
刺
客
、
侍
衛
を
押
し
退
け
進
ミ
入
り
、

剣
を
以
て
女
王
の
腕
を
刺
し
透
し
申
候
、
創
ハ
深
く
候
ひ
し
が
危
険
の
創
に

は
無
御
座
、
最
早
大
抵
全
快
に
至
り
候
ほ
と
に
御
座
候

４

－
北
亜
墨
利
加
合
衆
國
よ
り
奪
略
の
免
許
を
受
け
て
差
出
セ
し
二
隊
の
軍
船
、

キ

ュ

パ

以
西
把
尼
亜
の
属
島
饒
の
古
巴
［
南
北
亜
墨
利
加
の
間
「
ウ
ェ
ス
ト
イ
ン

ヂ
ー
」
島
の
名
］
を
襲
ひ
申
候
、
其
企
ハ
此
島
を
自
立
の
地
と
為
さ
ん
と
し
、

且
ッ
島
人
も
自
立
の
望
あ
り
と
訴
り
唱
へ
、
実
は
以
西
把
尼
亜
の
官
廉
井
古

巴
［
島
名
］
の
土
人
よ
り
利
益
を
得
ん
と
欲
す
る
事
と
相
見
へ
申
候

＊

與

西

讓

梢

異

然
れ
と
も
、
以
西
把
尼
亜
の
道
理
正
し
く
、
且
シ
土
人
も
國
政
の
変
革
を
望
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ま
ざ
る
に
由
り
て
、
右
の
兵
を
容
易
に
打
退
け
申
候

最
初
軍
隊
に
與
ミ
せ
し
者
は
免
さ
る
畠
と
雛
、
又
再
ひ
騒
動
を
起
セ
し
者
は

厳
し
く
取
押
へ
ら
れ
、
敵
對
し
て
下
さ
る
者
ハ
捕
へ
て
死
罪
に
行
ハ
れ
申
候

右
の
事
件
に
就
て
、
以
西
把
尼
亜
と
北
亜
墨
利
加
の
所
属
互
に
争
論
生
ゼ
ざ

り
し
は
、
亜
墨
利
加
官
麻
に
於
て
、
公
ヶ
に
其
企
を
斥
け
候
故
二
御
座
候

５

－
魯
西
亜
と
「
カ
ウ
カ
シ
ュ
ス
」
［
小
亜
細
亜
の
北
海
の
南
に
當
る
一
帯
の
地

方
の
名
］
の
山
民
の
戦
、
今
以
て
相
止
ミ
不
申
候
、
其
故
は
山
國
の
地
形
険

阻
に
し
て
進
入
り
難
く
、
且
山
民
の
強
勇
な
る
と
、
其
勢
の
衆
多
な
る
と
に

由
て
、
已
ム
こ
と
を
得
す
大
軍
を
用
ひ
、
且
シ
久
く
歳
月
を
費
し
候
事
に
御

座

候

然
れ
と
も
、
魯
西
亜
人
は
漸
々
に
必
勝
の
成
算
を
行
ふ
、
故
に
数
年
の
後
、

遂
に
は
此
兇
猛
な
る
山
民
を
服
従
セ
し
め
、
且
シ
正
し
き
政
治
に
従
ハ
し
む

る
事
と
な
る
は
疑
な
か
る
く
く
と
存
ゼ
ら
れ
候

６

－
来
年
魯
西
亜
國
に
於
て
國
を
有
モ
つ
こ
と
千
年
に
及
ひ
候
祝
上
の
祭
を
致
し

可
申
哉
二
御
座
候

一
第
五
月
一
日
［
嘉
永
四
年
四
月
一
日
］
、
英
吉
利
の
首
都
に
於
て
人
工
に
て

製
し
た
る
物
品
の
展
観
場
を
開
き
候
、
右
は
昨
年
の
風
説
書
に
委
し
く
申
上

置

候

右
展
覧
場
の
内
に
は
、
萬
國
よ
り
程
々
の
物
品
を
集
め
置
き
、
数
千
の
人
、

来
観
い
た
し
候
、
一
両
日
の
内
に
来
観
す
る
者
、
其
数
数
萬
人
餘
に
及
申
候

第
十
月
［
嘉
永
四
年
九
月
七
日
よ
り
十
月
七
日
に
至
る
］
に
至
り
、
高
官
千

人
□
□
口
厳
重
に
立
合
ひ
て
、
展
観
場
を
閉
ぢ
申
候

ワ
ｊ

一
當
年
の
末
に
於
て
英
吉
利
と
沸
郎
察
の
間
の
海
峡
底
を
通
す
る
「
エ
レ
キ
ト

ロ
、
マ
グ
子
チ
セ
」
［
機
関
の
名
］
、
合
図
を
以
て
速
に
信
を
通
す
る
装
置

を
成
し
申
候

＊

此

西

澤

梢

異
オ

オ

ッ

ナ

其
合
図
を
為
す
大
綱
ハ
、
英
吉
利
の
里
方
に
て
二
十
四
里
［
我
九
里
半
餘
］
、

凡
ソ
八
小
時
行
の
長
サ

に
し
て
、
二
百
頓
［
我
五
萬
一
千
二
百
貫
目
］
餘
の
重
サ
に
御
座
候
、
此
英

吉
利
と
佛
郎
察
の
間
に
用
ひ
た
る
合
図
に
よ
り
て
、
一
二
分
の
間
に
、
佛
郎

察
の
風
聲
英
吉
利
首
都
に
通
し
申
候

８

カ

ッ

プ

ル

ス

ー
英
吉
利
と
亜
弗
利
加
南
方
に
住
セ
る
暴
悪
な
る
喝
叺
布
刺
支
属
と
の
合
戦
、

今
以
て
止
ミ
申
さ
ず
候
、
其
夷
人
「
カ
ー
プ
コ
ロ
’
－
１
」
［
喜
望
峰
の
英
吉

利
領
を
云
］
を
犯
セ
し
事
は
昨
年
申
上
候
こ
と
に
御
座
候
英
吉
利
軍
隊
は
、

本
國
よ
り
送
り
し
援
兵
を
得
て
、
其
勢
上
大
に
振
ひ
、
数
二
勝
利
を
得
、
敵

の
家
富
を
多
く
奪
ひ
取
る
と
錐
、
其
國
の
廣
大
な
る
と
敵
の
挙
動
迅
速
な
る

と
に
由
て
、
唱
叺
布
刺
人
英
吉
利
人
境
内
に
侵
入
し
、
或
は
深
く
其
國
中
に

入
り
来
て
奪
掠
を
檀
に
し
、
人
家
を
焼
上
す
れ
と
も
、
守
禦
空
な
る
虎
に
於

て
は
こ
れ
を
討
退
く
る
こ
と
成
難
く
御
座
候

近
頃
の
風
説
に
は
、
新
た
に
英
吉
利
よ
り
援
兵
の
来
る
を
侍
居
候
由
、
右
候

カ

ッ

プ

ル

ス

ハ
、
唱
叺
布
刺
を
速
に
屈
服
セ
し
め
、
英
吉
利
領
静
證
に
相
成
申
へ
く
と
存

居
候
容
子
二
御
座
候

９

一
千
八
百
四
十
八
年
「
カ
ル
ホ
ル
’
－
－
」
に
て
金
坑
を
見
出
セ
し
如
く
、
今
年

英
吉
利
の
領
地
「
ア
ウ
ス
タ
ラ
リ
ー
」
の
南
方
の
辺
り
に
於
て
移
し
く
金
坑
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を
見
出
候
由
、
此
を
見
分
セ
し
者
の
説
に
依
れ
は
、
「
カ
リ
ホ
ル
’
－
－
」
の

金
坑
よ
り
は
尚
移
し
く
金
を
出
し
候
容
子
二
御
座
候

ホ

リ

タ

ス

右
土
人
井
に
他
國
の
人
民
膠
し
く
金
坑
の
地
に
は
入
り
こ
ミ
、
金
鉱
を
空
出

力

子

タ

カ

い
た
し
申
候
、
其
中
衆
多
の
人
々
は
、
既
に
謬
多
の
金
額
を
採
り
得
て
自
國

に

帰

り

申

候

２ ０

－
佛
郎
察
國
に
於
て
千
八
百
四
十
六
年
［
嘉
永
元
年
］
「
オ
ル
レ
ァ
ン
ス
」
［
故

の
沸
郎
察
國
王
の
系
統
を
云
］
系
統
の
王
を
追
ひ
出
セ
し
以
来
國
人
制
度
の

是
非
を
相
争
ひ
續
ひ
て
騒
動
止
時
な
か
り
し
に
、
此
度
又
変
革
し
て
千
八
百

四
十
六
年
［
嘉
永
元
年
］
の
変
革
セ
し
制
度
に
相
反
し
候
様
相
成
申
候

＊

與

西

澤

不

動

「
ロ
デ
ウ
ェ
ー
キ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
ボ
ナ
パ
ル
テ
」
［
共
和
佛
郎
察
宰
相
の

名
］
、
國
人
党
を
分
け
て
和
セ
す
、
騒
動
を
引
起
し
、
自
然
に
相
軋
り
て
國

中
疲
弊
を
見
厳
瘡
の
政
に
あ
ら
さ
れ
は
、
内
地
の
争
乱
を
鎮
め
太
平
を
致
す

べ
か
ら
ざ
る
を
察
し
、
國
を
救
ひ
民
を
安
す
る
た
め
、
一
箇
の
激
烈
な
る
虎

置
を
致
し
申
候

此
故
を
経
て
、
熟
練
セ
し
人
々
と
謀
を
定
め
、
且
ッ
軍
兵
の
心
吾
に
帰
す
る

を
知
り
、
名
族
大
家
の
必
す
己
レ
を
助
く
る
を
計
り
て
法
律
を
議
す
る
会
合

の
席
に
於
て
、
政
官
数
人
を
召
捕
り
て
、
佛
郎
察
國
境
の
外
に
放
逐
し
、
因

て
已
テ
に
敵
對
し
、
且
己
レ
の
虚
置
を
妨
く
る
悪
徒
の
今
天
［
を
除
去
り
申
候
、

是
に
於
て
「
ボ
ナ
パ
ル
テ
」
新
に
國
政
を
布
き
行
ふ
に
由
て
、
其
成
権
前
日

に
比
す
れ
益
々
盛
に
成
り
動
容
を
起
こ
さ
ん
と
欲
す
る
輩
、
其
便
宜
に
乏
し

く
、
國
家
を
傾
覆
す
る
策
行
ひ
難
く
相
成
り
申
候

此
変
革
を
行
ひ
し
に
、
抗
敵
す
る
者
甚
だ
少
く
、
殊
に
佛
郎
察
の
首
都
の
□

口
及
ひ
一
二
の
州
縣
に
於
て
、
殺
傷
有
之
の
ミ
に
御
座
候

２

ア

ブ

リ

カ

ー
今
年
亜
爾
日
爾
「
亜
弗
利
加
海
岸
の
地
］
に
鎮
戌
セ
る
排
郎
察
兵
隊
の
一

部
を
発
し
、
其
内
地
に
住
棲
セ
る
「
カ
ベ
イ
レ
ン
」
種
族
を
征
す
、
是
れ
佛

郎
察
の
所
領
及
佛
郎
察
に
属
セ
る
地
方
を
、
毎
度
犯
セ
る
が
故
な
り

此
役
佛
郎
察
の
兵
勝
利
を
得
た
り
始
メ
は
「
カ
ベ
イ
レ
ン
」
暫
く
防
戦
セ
し

が
、
戦
敗
れ
て
遂
に
随
恭
し
、
佛
郎
察
の
号
令
に
従
ひ
申
候

然
れ
と
も
、
近
日
の
通
報
に
て
は
挑
郎
察
の
兵
地
を
引
し
後
、
又
梢
ャ
穏
ヵ

な
ら
さ
る
振
舞
に
相
見
へ
候
旨
二
御
座
候

２ ２

－
亜
弗
利
加
北
岸
の
黒
人
種
、
佛
郎
察
二
三
の
人
民
を
劫
掠
し
て
惨
毒
に
取
扱

申

候

マ

ロ

ツ

。

此
悪
逆
を
行
ひ
た
る
は
、
馬
遜
可
酋
長
の
領
地
の
者
と
も
な
れ
は
、
佛
郎
察

よ
り
其
罪
を
問
へ
と
も
、
馬
暹
可
酋
長
服
従
セ
ざ
れ
ハ
、
佛
郎
察
よ
り
海
軍

を
起
し
、
二
三
の
海
岸
都
府
を
厳
し
く
打
潰
し
て
降
伏
セ
し
め
ん
と
致
し
候

２ ３

－
凡
ソ
人
間
の
財
貨
は
平
均
に
分
取
る
べ
き
道
理
な
り
と
い
へ
る
説
を
主
張
セ

ノ

ル

ウ

ェ

シ

ア

る
者
あ
り
し
に
、
其
説
諸
爾
勿
惹
亜
に
ま
て
行
ハ
れ
、
其
地
の
卑
賤
な
る
者
、

カ

ナ

ホ

リ

殊
坑
戸
等
こ
れ
に
加
ハ
る
者
多
し

然
れ
と
も
、
此
徒
党
の
騒
乱
は
墳
細
の
事
な
れ
は
、
兵
威
を
以
て
取
押
へ
し

に
、
速
に
静
謡
仕
候

但
し
、
張
本
人
を
召
捕
へ
、
多
の
徒
党
を
遂
散
す
の
ミ
に
て
人
民
落
付
き
、

心
を
改
め
候
様
相
成
候

２４

－
褐
逸
國
は
、
千
八
百
四
十
八
年
［
嘉
永
元
年
］
同
四
十
九
年
［
嘉
永
二
年
］

－47－



テ

ー

ナ

マ

ル

カ

に
起
れ
る
騒
乱
を
取
鎮
め
、
且
第
那
礪
暹
加
と
和
睦
セ
し
よ
り
、
已
来
國
中

害
和
平
相
成
申
候

但
し
、
虚
々
の
逆
徒
猶
再
上
乱
を
起
さ
ん
と
謀
り
候
得
と
も
、
列
道
に
従
ふ

者
益
々
多
く
、
且
騒
乱
を
取
押
へ
し
已
来
ハ
、
各
徒
の
威
勢
盛
に
な
り
、
逆

徒
等
の
陰
謀
も
今
は
憂
ふ
る
に
足
ら
ざ
る
様
相
成
申
候

濁
逸
の
各
國
一
統
、
騒
動
を
起
す
徒
を
厳
重
に
取
押
へ
、
耕
作
を
勧
め
、
怠

惰
を
戒
め
、
交
易
を
励
し
て
、
頽
敗
セ
る
人
々
の
生
産
を
復
し
、
貧
人
遊
手

の
徒
を
減
し
て
不
和
の
基
を
断
ち
、
騒
動
の
源
を
防
が
ん
と
仕
向
ケ
申
候

２ ５

一
意
太
里
亜
部
内
「
オ
ー
ス
テ
ン
レ
イ
キ
」
領
は
、
「
ロ
ン
バ
ル
ヂ
ー
」
及

へ

子

チ

ア

「
勿
搦
祭
亜
の
一
撲
を
取
鎮
め
し
已
来
、
先
シ
静
謡
二
相
成
申
候
、
併
し
な

へ

子

チ

ア

が
ら
「
ロ
ム
バ
ル
ヂ
ー
」
勿
搦
祭
亜
を
濁
立
に
為
さ
ん
と
企
し
徒
党
の
者
共

未
夕
全
治
ま
ら
ず
、
程
々
隠
謀
を
構
へ
、
志
を
遂
ケ
ん
と
相
働
候
容
子
二
相

聞

へ

候

２ ６

－
「
オ
ー
ス
テ
ン
レ
イ
キ
」
よ
り
は
、
此
騒
動
を
鎮
め
ん
と
許
多
の
軍
兵
を
遣

し

置

申

候

諏

サ

ル

チ

｝

一

ア

ー
鍛
而
地
泥
亜
と
「
オ
ー
ス
テ
ン
レ
イ
キ
」
と
の
和
約
已
後
ハ
、
其
中
續
て

睦
し
く
御
座
候

其
餘
意
太
里
亜
國
中
の
諸
藩
、
互
上
に
平
和
に
罷
在
候

犯

シ

ュ

エ

ス

エ

チ

ッ

ト

ー
蘓
厄
私
地
峡
轍
道
を
造
る
の
企
よ
り
、
随
日
多
の
小
王
「
ア
ル
バ
ス
、
パ
ッ

カ
」
［
小
王
の
名
］
と
度
児
格
の
帝
と
確
執
相
起
申
候

度
児
帝
の
所
存
に
て
は
、
腕
日
多
は
己
レ
が
領
地
な
れ
は
轍
道
を
造
る
の
一

事
は
こ
れ
を
許
す
も
禁
す
る
も
、
其
権
固
よ
り
□
口
在
り
、
小
王
は
我
レ
を
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君
主
と
仰
ぎ
、
此
事
の
免
許
を
伺
上
出
く
し
と
い
畠
し
に
、
小
王
は
其
意
に

随
ハ
ざ
り
し
か
ば
、
他
國
の
諸
王
よ
り
隻
方
を
慰
め
て
後
、
「
ア
ル
バ
ス
、

パ
ッ
カ
」
よ
り
轍
道
免
許
の
事
を
伺
ひ
出
で
し
に
、
度
児
格
帝
早
速
こ
れ
を

許
し
候

＊
両
澤
不
全
同

元
来
、
此
轍
道
は
欧
羅
巴
よ
り
印
度
へ
陸
路
を
通
行
す
る
旅
客
及
諸
貨
物
運

送
の
為
に
設
く
る
所
な
れ
ば
、
此
挙
一
た
ひ
成
就
セ
は
、
遠
國
の
通
路
便
捷

と
な
り
申
へ
く
候

「
サ
ン
ド
ヰ
ス
島
の
王
名
は
、
「
カ
メ
ハ
メ
ハ
」
一
世
と
佛
郎
察
政
官
と
確

執
の
事
起
り
候
、
是
れ
佛
郎
察
よ
り
積
込
候
飲
料
の
租
税
、
英
吉
利
に
比
す

れ
は
過
多
な
る
を
以
て
、
佛
郎
察
人
嘆
訴
セ
し
故
に
御
座
候

＊
飲
料
崎
澤
作
飲
食

コ

ー

フ

エ

但
し
、
此
事
は
隻
方
堪
へ
合
、
和
睦
仕
候

メ

キ

シ

コ

墨
是
可
は
、
二
三
年
来
外
景
静
謡
に
見
へ
し
が
、
近
頃
騒
動
差
起
り
、
此
合

衆
國
も
殆
ト
滅
亡
セ
ん
と
す
る
ほ
ど
に
御
座
候
」

＊

両

訳

不

同

其
数
十
の
州
群
一
接
充
満
し
、
騒
動
大
方
な
ら
す
取
押
へ
、
殊
の
外
難
渋
な

り
し
が
、
辛
ふ
し
て
鎮
静
に
及
ひ
、
今
は
全
く
和
平
に
相
成
申
候

「
カ
リ
ホ
ル
｝
一
ァ
」
は
、
續
ひ
て
人
々
其
地
に
至
ら
ん
と
欲
す
る
□
く
御
座

候金
抗
よ
り
掘
り
出
す
金
数
今
以
て
故
卜
の
如
く
に
し
て
減
す
る
こ
と
な
く
、

續
て
数
千
人
群
集
し
、
利
益
を
得
ん
と
謀
り
申
候
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當
年
［
嘉
永
四
年
］
其
首
都
「
サ
ン
、
タ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
［
案
に
「
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
」
の
誤
な
る
へ
し
］
又
大
火
に
て
焼
失
仕
候
へ
ど
も
、
已
テ
に
人
家

再
び
建
揃
ひ
、
大
半
は
石
造
の
家
と
相
成
申
候
、
是
れ
已
前
の
木
造
の
家
よ

り
は
火
災
に
逢
候
こ
と
少
き
故
に
御
座
候

此
土
の
人
民
、
今
は
金
鑛
を
掘
出
し
、
且
貿
易
を
為
す
の
ミ
を
以
て
生
理
と

セ
す
、
耕
作
畜
牧
を
産
業
と
な
す
者
も
御
座
候

３ ２

一
合
衆
國
よ
り
支
那
・
印
度
・
欧
遜
巴
諸
國
と
取
結
候
交
易
、
追
日
盛
二
相
成

申

候

３ ３

一
千
八
百
五
十
二
年
第
四
月
七
日
［
嘉
永
五
年
閏
二
月
十
八
日
］
、
印
度
の
和

蘭
領
総
督
の
評
議
一
決
し
て
、
「
デ
ン
、
ヘ
ー
ル
、
［
尊
称
］
メ
ー
ス
ト
ル

［
官
名
］
イ
、
ハ
、
ド
ン
ヶ
ル
キ
ュ
ル
チ
ウ
ス
」
［
人
名
］
を
、
日
本
交
易

商
館
総
督
［
即
新
甲
必
丹
を
云
］
と
な
し
、
「
フ
、
セ
、
ロ
ー
セ
、
」
［
即

旧
甲
必
丹
を
云
］
に
代
ら
し
む
、
「
ロ
ー
セ
」
は
兼
て
内
願
セ
し
如
く
、
首

尾
よ
く
退
役
申
付
ら
れ
候

３ ４

－
此
度
申
付
ら
れ
た
る
新
交
易
総
督
は
、
故
ト
印
度
の
和
蘭
領
の
上
政
庶
の
□

□
を
相
務
め
候
者
二
御
座
候

３ ５

－
方
今
の
記
載
に
拠
り
候
ヘ
ハ
、
英
吉
利
海
軍
の
印
度
海
支
那
海
に
在
る
者
船

数
左
の
通
二
御
座
候

一

リ

ー

’

－

－

舶

一

艘

一

フ

レ

ガ

ッ

ト

舶

一

艘

一

コ

ル

ヘ

ッ

ト

舶

一

艘

一

ブ

リ

ッ

キ

船

四

艘

一

蒸

気

船

四

艘

其
餘
東
印
度
商
館
の
諸
用
に
備
ふ
る
船
左
の
通
二
御
座
候

一

ブ

リ

ッ

キ

船

四

艘

一

ス

ク

ー

子

ル

船

五

艘

一

蒸

気

船

大

小

三

十

一

艘

以
上
の
船
に
備
へ
た
る
大
砲
の
総
数
四
百
二
十
一
門

和
蘭
海
軍
の
印
度
海
に
あ
る
者
左
の
通
二
御
座
候

一
「
プ
リ
ン
ス
、
ヘ
ン
デ
リ
ッ
キ
、
子
－
デ
ル
ラ
ン
デ
ン
」
［
名
号
］
フ

レ

ガ

ッ

ト

舶

海
軍
甲
必
丹
「
セ
、
フ
、
ス
タ
ヘ
’
一
ス
セ
、
デ
、
ブ
ラ
ウ
」
［
人

名

］

支

配

一
「
ハ
ン
、
ス
ペ
イ
キ
」
［
名
号
］
コ
ル
ヘ
ッ
ト
舶

海
軍
甲
必
丹
「
ぺ
、
サ
ウ
ハ
ー
ゲ
」
［
人
名
］
支
配

一
「
ボ
レ
ァ
ス
」
［
名
号
］
コ
ル
ヘ
ッ
ト
舶

海
軍
甲
必
丹
「
バ
ロ
ン
、
コ
ル
ロ
ッ
ト
、
ド
、
エ
ス
キ
ュ
ー
」

［

人

名

］

支

配

一
「
子
ハ
レ
ン
’
一
ァ
」
［
名
号
］
コ
ル
ヘ
ッ
ト
舶

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ン
ナ
ン
ト
［
官
名
］
イ
、
ハ
ン
、
デ
ル
、
ス

タ

ラ

ー

テ

ン

」

［

人

名

］

支

配

一
「
デ
、
ハ
イ
」
［
名
号
］
ブ
リ
ッ
キ
船

海
軍
甲
必
丹
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
イ
、
フ
、
セ
、
ハ
ン
、

ロ

ー

メ

ル

」

［

人

名

］

支

配
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一
「
セ
イ
フ
ル
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
、
ブ
リ
ッ
キ
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
ァ
、
フ
、
シ
ー
デ
ン
ビ
ュ

ル

グ

」

［

人

名

］

支

配

一
「
ド
ル
ヒ
ン
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
ブ
リ
ッ
キ
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
ァ
、
ァ
、
ム
、
デ
、
ゲ
ー

プ

」

［

人

名

］

支

配

一
「
エ
グ
モ
ン
ド
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
、
ブ
リ
ッ
キ
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
セ
、
ペ
、
デ
、
ブ
ラ
ウ
」

［

人

名

］

支

配

一
「
パ
ン
カ
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
、
ブ
リ
ッ
キ
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
ハ
、
ガ
ラ
ブ
ベ
ー
キ
、
」

ハ
ン
、
デ
ル
、
ヅ
ー
ス
」
［
人
名
］
支
配

一
「
パ
ン
ダ
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
、
ブ
リ
ッ
キ
船

第
一
等
海
軍
「
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
フ
、
ハ
ン
セ
ン
」

［

人

名

］

支

配

一
「
ア
ム
ボ
ン
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
、
ブ
リ
ッ
キ
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
ム
、
カ
サ
ウ
キ
ス
」

［

人

名

］

支

配

一
「
ス
バ
ロ
エ
ァ
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
、
ブ
リ
ッ
キ
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
ァ
、
ヲ
ウ
テ
ル
ス
」
［
人

名

］

支

配

一
パ
ン
ダ
ン
グ
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
、
ブ
リ
ッ
キ
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
ハ
、
ァ
、
メ
イ
エ
ル
、
」

［

人

名

］

支

配

一
「
ピ
ー
ラ
デ
ス
」
［
名
号
］
ア
ド
ヒ
ー
ス
、
ブ
リ
ッ
キ
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
ル
、
ニ
コ
ル
ソ
ン
」
［
人

名

］

支

配

一
「
ア
ル
ゴ
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
イ
、
ハ
ン
、
マ
ウ
リ
ッ
キ
」

［

人

名

］

支

配

一
「
ア
ル
バ
」
［
名
号
］
ス
ク
ー
子
ル
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
ウ
、
イ
、
セ
、
リ
ッ
デ
ル

ホ
イ
セ
ン
、
ハ
ン
、
カ
ッ
テ
ン
デ
イ
ケ
」
［
人
名
］
支
配

一
「
ア
ル
ヂ
ウ
ー
ノ
」
［
名
号
］
蒸
気
船

海
軍
甲
必
丹
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
」
［
官
名
］
「
ァ
、
イ
、
ブ
ー
ト
」

［

人

名

］

支

配

一
「
メ
ラ
ピ
ー
」
［
名
号
］
蒸
気
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
ハ
、
イ
、
ハ
ン
、
マ
ル
デ

グ

ヘ

ム

」

［

人

名

］

支

配

一
「
エ
ト
ナ
」
［
名
号
］
蒸
気
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
ハ
、
デ
、
カ
ラ
ム
プ
」

［

人

名

］

支

配

一
ヘ
シ
ュ
ヒ
ウ
ス
［
名
号
］
蒸
気
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
イ
、
デ
、
ハ
ー
ン
」

－50－



一 ~ 一 一一一一

［
人
名
］
支
配

「
へ
ク
ラ
」
［
名
号
］
蒸
気
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
ペ
、
ァ
、
ム
、
ハ
ン
、

ヒ
ン
ロ
ー
ペ
ン
」
［
人
名
］
支
配

「
フ
ー
ニ
キ
ス
」
［
名
号
］
蒸
気
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
イ
、
ア
ン
ド
」
［
人
名
］

支

配

「
シ
ュ
リ
ナ
ー
メ
」
［
名
号
］
蒸
気
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
ハ
、
べ
、
ア
ル
ヶ
ン
パ

ウ
ト
、
ス
コ
ッ
ヶ
ル
」
［
人
名
］
支
配

「
サ
マ
ラ
ン
グ
」
［
名
号
］
蒸
気
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
イ
、
イ
、
ウ
ィ
セ
ル
ス
」

［
人
名
］
支
配

「
ボ
ル
子
ヲ
」
［
名
号
］
蒸
気
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
フ
、
イ
、
セ
、
ハ
ン
、

ゴ
ル
キ
ュ
ム
」
［
人
名
］
支
配

「
バ
タ
ー
ヒ
ァ
」
［
名
号
］
蒸
気
船

第
一
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
イ
、
イ
、
ハ
ン
、
デ
ル
、

モ
ー
レ
ン
」
［
人
名
］
支
配

「
セ
レ
ベ
ス
」
［
名
号
］
蒸
気
船

「
オ
ン
リ
ュ
ス
ト
」
［
名
号
］
蒸
気
船

「
チ
ー
バ
ン
ナ
ス
」
［
名
号
］
蒸
気
船

一
ル
ー
イ
、
カ
ノ
ニ
ー
ル
ボ
ー
ト
第
十
四
号
［
案
に
櫨
を
備
へ
た
る
打
煩

快

船

の

義

］

第
二
等
海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
」
［
官
名
］
「
ァ
、
ル
、
パ
ル
ム
」

［

人

名

］

支

配

３６

－
以
西
把
尼
亜
海
軍
の
数
は
詳
に
相
知
れ
不
申
候

３ ７

－
近
頃
風
評
仕
候
に
は
、
北
亜
墨
利
加
合
衆
國
政
堂
よ
り
船
を
仕
出
し
、
日
本

と
交
易
を
取
結
ハ
ん
た
め
、
御
當
國
江
参
り
申
べ
き
由
に
御
座
候

此
一
条
に
付
左
の
通
承
ハ
リ
候

合
衆
國
よ
り

日
本
帝
へ
使
節
差
出
し
、
伯
理
璽
天
徳
［
合
衆
國
の
國
政
総
管
］
よ
り
の
書

簡
を
奉
り
、
且
シ
日
本
の
漂
客
を
連
参
り
候
由
二
御
座
候

此
使
節
ハ
又
北
亜
墨
利
加
の
民
人
交
易
の
た
め
、
日
本
の
一
二
の
港
へ
出
入

す
る
を
許
さ
れ
ん
事
を
願
ひ
、
且
又
相
應
な
る
港
を
以
て
、
石
炭
の
置
場
と

為
す
の
許
を
得
て
、
「
カ
リ
ホ
ル
ニ
ア
」
と
支
那
と
の
間
に
往
来
す
る
蒸
気

船
の
用
に
備
へ
ん
と
欲
し
候
由
二
御
座
候

３８

－
北
亜
墨
利
加
の
軍
船
、
當
時
支
那
海
に
繋
り
居
候
者
左
の
通
二
御
座
候

一
「
シ
ュ
ス
ケ
ハ
ン
ナ
」
［
名
号
］
軍
用
蒸
気
フ
レ
カ
ッ
ト
舶
一
艘

但

し

指

揮

官

「

ア

ウ

リ

ッ

ク

」

支

配

一

「

サ

ラ

ト

ガ

」

［

名

号

］

コ

ル

ヘ

ッ

ト

舶

一

艘

一

「

プ

リ

モ

ウ

ト

」

［

名

号

］

コ

ル

ヘ

ッ

ト

舶

一

艘

一

「

シ

ン

ト

、

マ

リ

ス

」

［

名

号

］

コ

ル

ヘ

ッ

ト

舶

一

艘

一

「

ハ

ン

ダ

リ

ア

」

［

名

号

］

コ

ル

ヘ

ッ

ト

舶

一

艘
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但
し
、
四
月
下
旬
［
我
か
當
三
月
上
旬
の
頃
を
云
か
］

ま
じ
く
、
多
分
は
猶
又
延
引
仕
へ
き
哉
二
承
り
申
候

致
す
べ
き
由
承
り
申
候

右
の
舶
は
使
節
を
江
戸
へ
差
送
り
申
へ
き
旨
命
セ
ら
れ
候
由
二
御
座
候

近
頃
の
風
評
に
て
は
、
指
揮
官
「
ア
ウ
リ
ッ
ク
」
［
人
名
］
は
右
諸
軍
船
の

総
督
に
御
座
候
虚
、
指
揮
官
「
ペ
ル
リ
」
［
人
名
］
と
申
者
こ
れ
と
交
代
仕

べ
く
哉
二
承
り
申
候
、
且
又
前
文
五
艘
の
軍
船
の
外
、
猶
次
の
軍
艦
を
増
加

イ

ル

」

［

人

名

］

支

配

風
評
に
拠
り
候
得
は
、
陸
軍
皿

陸
軍
及

日
本
交
易
総
督
「
フ
レ
デ
リ
ッ
キ
、
コ
ル
子
リ
ス
、
ロ
ー
セ
」

掌
旗
甲
比
津
比
丹
［
官
名
］
「
ム
、
セ
、
ク
リ
ュ
子
〃

但
し
指
揮
官
「
ペ
ル
リ
」
は
此
舶
上
二
罷
在
候
由

一
「
プ
リ
ン
セ
ト
ウ
ン
」
［
名
号
］
蒸
気
船

支
揮
官
「
シ
ド
子
イ
、
ス
ミ
ッ
ト
、
セ
ー
」
［
人
々

一
「
ペ
ル
リ
」
［
名
号
］
ブ
リ
ッ
キ
船

海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
ハ
イ
ル
ハ
キ
ス
」

一
「
シ
ュ
プ
リ
」
［
名
号
］
轆
重
船

海
軍
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
［
官
名
］
「
ア
ル
チ
ュ
ル
、
池

［
人
名

｜

「

ミ

ス

シ

シ

ッ

ピ

」

［

名

号

］

蒸

気

船

一

艘

掌
旗
甲
比
津
比
丹
［
官
名
］
「
ム
、
セ
、
ク
リ
ュ
子
イ
」
支
配

「
イ
、
ハ
、
ド
ン
ケ
ル
キ
ュ
ル
チ
ウ
ス
」

攻
城
の
諸
具
を
も
積
込
居
候
由
二
御
座
候

當
三
月
上
旬
の
頃
を
云
か
］
よ
り
前
に
は
開
帆
仕

一

艘

「
ハ
イ
ル
ハ
キ
ス
」
［
人
名
］
支
配

一

艘

「
ア
ル
チ
ュ
ル
、
シ
ン
ト
、
カ
ラ

］
支
配

~艘
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